
メ
ッ
ス
南
方
十
五
キ
ロ
に
あ
る
ゴ
ル
ジ
アG

orzia

川
源
流
に
、
ピ
ピ
ン
短

王

の
腹
心
、
メ
ッ
ス
司
教
ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
（
在
位
七
四
二
ー
六
〇
）
が
修
道
院
を
創

設
し
た
の
は
八
世
紀
中
葉
で
あ
る
。
こ
れ
が
ゴ
ル
ズ
修
道
院
の
起
源
を
な
し
て
い

る
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
の
設
立
か
ら
遡
る
こ
と
百
五
十
年
以
上
も
昔
で
あ
る
。

七
五
七
年
五
月
に
、
コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ
に
召
集
さ
れ
た
教
会
会
議
の
席
上
、
ク
ロ

デ
ガ
ン
グ
は
出
席
し
た
二
十
名
以
上
の
司
教
た
ち
の
了
承
を
と
り
つ
け
た
。
ゴ
ル

ズ
は
メ
ッ
ス
司
教
の
保
護
の
下
に
あ
り
、
修
道
士
は
『
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
』

に
従
っ
て
生
活
す
る
。
修
道
院
長
が
死
去
し
、
適
任
の
後
継
者
が
ゴ
ル
ズ
に
見
出

せ
な
い
と
き
に
は
、
他
院
か
ら
修
道
院
長
を
招
請
す
る
こ
と
も
あ
る
。「
当
院
は

聖
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
（
メ
ッ
ス
司
教
座
教
会
の
保
護
聖
人
）
の
命
令
と
守
護
の
下
に

委
ね
ら
る
べ
し
《sit

…subjectum

》」
と
述
べ
て
、
ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
は
ゴ
ル
ズ
を

メ
ッ
ス
司
教
座
教
会
に
委
託
し
た
の
で
あ
る
。
本
文
書
を
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
設
立
証

書
と
比
較
す
る
と
き
、
両
者
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
ギ
ヨ
ー

ム
は
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
を
そ
の
附
属
財
産
と
共
に
修
道
院
長
ベ
ル
ノ
ン
の
権

力
と
支
配
の
下
に
お
き
、「
修
道
士
は
我
々
お
よ
び
我
々
の
親
族
の
権
力
に
も
、

ま
た
い
か
な
る
地
上
の
権
力
の
軛
に
も
服
し
て
は
な
ら
な
い《nec

…subiciantur

》」

と
規
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
メ
ッ
ス
司
教
は
修
道
院
の
経
営
、
修
道
院
長
の
指
名

に
た
い
し
て
つ
ね
に
決
定
権
を
有
し
、
そ
の
上
に
宿
泊
権
と
修
道
士
の
懲
戒
権
を

も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
ゴ
ル
ズ
は
司
教
の
私
有
修
道
院
で
あ
っ
た
。
ク
ロ
デ
ガ
ン

グ
は
死
去
す
る
直
前
に
、
ロ
ー
マ
か
ら
聖
ゴ
ル
ゴ
ニ
ウ
ス
の
聖
遺
物
を
取
り
寄
せ

て
、
こ
れ
を
祭
壇
上
に
安
置
し
て
い
る
（
七
六
五
年
）。
そ
し
て
彼
は
自
身
が
設

立
し
た
こ
の
ゴ
ル
ズ
に
埋
葬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
ー
ル
大
帝
は
ア
ル
ク
イ
ン
ら

の
廷
臣
を
引
き
連
れ
て
時
々
メ
ッ
ス
を
訪
問
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
彼
は
七
七
一

年
に
聖
俗
貴
顕
に
宛
て
た
書
状
の
中
で
、
改
め
て
ゴ
ル
ズ
の
特
権
を
「
王
の
寛
仁

大
度
の
ゆ
え
に
」《regia

m
ansuetudo

》
承
認
し
、
修
道
士
が
「
魂
の
救
済
と
我

が
王
国
の
安
定
の
た
め
に
」
神
に
祈
り
を
捧
げ
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。「
王
国

の
安
定
の
た
め
に
」《pro

stabilitate
regni

》
は
本
書
状
で
繰
り
返
し
用
い
ら
れ

た
文
言
で
あ
り
、
修
道
院
は
王
国
の
安
寧
秩
序
を
神
に
祈
願
す
る
代
願
施
設
に
な
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り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
衰
退
と
共
に
ゴ
ル
ズ
の
広
大
な
所
領
は
王
侯
の
略
奪
に
さ
ら

さ
れ
た
。
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
王
ロ
タ
ー
ル
二
世
（
在
位
八
五
五
ー
六
九
）
は
、
義
兄

弟
ビ
ヴ
ァ
ン
伯
を
ゴ
ル
ズ
修
道
院
長
に
任
命
し
た
（
八
五
五
年
）。
ゴ
ル
ズ
最
初

の
俗
人
修
道
院
長
で
あ
る
。
九
世
紀
半
ば
か
ら
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
ロ
タ
リ

ン
ギ
ア
の
有
力
貴
族
は
ゴ
ル
ズ
と
の
あ
い
だ
に
多
数
の
プ
レ
カ
リ
ア
契
約
を
結
ん

だ
た
め
に
（
寄
進
地
を
借
戻
す
際
に
、
そ
れ
を
上
回
る
規
模
の
修
道
院
領
が
追
加

貸
与
さ
れ
る‘‘precaria

rem
uneratoria’’

が
通
常
の
借
地
形
態
で
あ
る
）
修
道
院

領
は
分
断
さ
れ
四
散
し
た
。
司
教
ア
ド
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ウ
ス
（
在
位
八
五
八
ー
七
五
）

は
ゴ
ル
ズ
の
状
況
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
ゴ
ル
ズ
は
ロ
タ
ー
ル
王
に
よ
っ
て
伯

ビ
ヴ
ァ
ン
な
る
人
物
に
委
ね
ら
れ
た
が
、
彼
は
修
道
士
に
最
小
限
の
食
糧
と
衣
服

し
か
支
給
し
な
か
っ
た
の
で
、
修
道
院
の
風
紀
は
損
な
わ
れ
信
仰
は
衰
微
し
た
。

祭
具
類
は
奪
わ
れ
、
祭
壇
す
ら
も
む
き
だ
し
の
ま
ま
降
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

《ipsaque
altaria

pluviis
et

nuditatibus
aspernabantur

》
と
。
ア
ド
ヴ
ェ
ン
テ

ィ
ウ
ス
が
修
道
士
の
生
活
を
改
善
す
る
た
め
に
メ
ン
サ
（
食
卓
費
用
）
の
分
割
に

踏
み
切
っ
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
ビ
ヴ
ァ
ン
は
ゴ
ル
ズ
の
窮
乏
化
に
手
を
貸
し

た
が
、
彼
の
孫
娘
イ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ガ
は
の
ち
に
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
ギ
ヨ
ー
ム
に
嫁
ぎ
、

ク
リ
ュ
ニ
ー
の
設
立
者
に
な
っ
て
い
る
。
九
世
紀
第
四
・
四
半
期
に
ロ
タ
リ
ン
ギ

ア
は
異
民
族
の
侵
入
に
さ
ら
さ
れ
た
。
ノ
ル
マ
ン
人
は
ト
リ
エ
ル
を
略
奪
し
た
の

ち
、
モ
ー
ゼ
ル
川
を
遡
っ
て
メ
ッ
ス
を
脅
か
し
た
。
司
教
ウ
ァ
ラ
は
モ
ー
ゼ
ル
流

域
の
ジ
ー
ル
ク
近
郊
レ
ミ
ッ
ヒR

em
ich

（
メ
ッ
ス
北
々
西
三
十
五
キ
ロ
）
で
ノ
ル

マ
ン
人
と
戦
い
こ
れ
を
撃
退
し
た
が
、
彼
自
身
は
こ
こ
で
戦
死
し
た
（
八
八
二
・

四
・
一
二
）。
他
方
カ
ー
ル
三
世
肥
満
王
は
ノ
ル
マ
ン
人
の
撤
収
を
金
銭
で
購
う

し
か
策
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
十
世
紀
初
頭
に
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
は
さ
ら
に
マ
ジ

ャ
ー
ル
人
の
侵
入
を
被
っ
て
い
る
。
カ
ー
ル
三
世
の
死
（
八
八
八
年
）
に
よ
っ
て

ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
の
相
続
争
い
は
一
段
と
激
化
し
た
。
当
地
は
東
フ
ラ
ン
ク
王
ア
ル

ヌ
ル
フ
と
そ
の
息
子
た
ち
（
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ド
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
小
児

王
）
の
支
配
下
に
入
っ
た
が
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
死
後
（
九
一
一
年
）、
西
フ
ラ

ン
ク
の
シ
ャ
ル
ル
三
世
単
純
王
の
短
い
支
配
に
服
し
た
の
ち
、
ザ
ク
セ
ン
家
の
ハ

イ
ン
リ
ヒ
一
世
（
在
位
九
一
九
ー
三
六
）
の
統
治
下
に
入
っ
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は

女
婿
ジ
ゼ
ル
ベ
ー
ル
を
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
公
に
任
命
し
、
王
位
を
継
い
だ
オ
ッ
ト
ー

一
世
も
女
婿
コ
ン
ラ
ー
ト
を
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
公
に
封
じ
た
が
、
両
公
は
い
ず
れ
も

王
に
反
逆
し
た
た
め
に
、
統
治
の
実
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
か
く
て

オ
ッ
ト
ー
は
兄
弟
の
一
人
、
ケ
ル
ン
大
司
教
ブ
ル
ー
ノ
（
在
位
九
五
三
ー
六
五
）

を
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
公
に
任
命
し
た
。
彼
は
九
五
九
年
に
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
を
二
分
し
、

低
地
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
を
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
に
、
ま
た
高
地
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
を
ア
ル
デ
ン

ヌ
の
貴
族
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
に
授
封
し
た
。
前
者
は
の
ち
に
ブ
ラ
バ
ン
公
領
と
な
り
、

後
者
は
の
ち
の
い
わ
ゆ
る
ロ
レ
ー
ヌ
を
形
成
す
る
。
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
の
妻
は
ユ
ー

グ
・
カ
ペ
の
妹
ベ
ア
ト
リ
ク
ス
で
あ
り
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
の
兄
弟
の
一
人
が
メ
ッ

ス
の
改
革
司
教
ア
ダ
ル
ベ
ロ
ン
（
在
位
九
二
九
ー
六
二
）
で
あ
っ
た
。
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ゴ
ル
ズ
の
改
革
に
関
し
て
は
、
す
で
に
ハ
ウ
ク
や
ヴ
ォ
ル
フ
が
そ
の
司
教
主
導

の
独
特
の
性
格
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
だ
が
ゴ
ル
ズ
の
研
究
史
上
も
っ
と
も

ポ
レ
ミ
ッ
ク
で
そ
の
後
に
多
産
な
成
果
を
産
み
出
し
た
の
は
、
ハ
リ
ン
ガ
ー
が
第

二
次
大
戦
直
後
に
公
刊
し
た
一
千
頁
に
近
い
大
著
『
ゴ
ル
ズ
・
ク
リ
ュ
ニ
ー
│
│

高
期
中
世
の
修
道
院
的
生
活
形
態
と
対
立
に
つ
い
て
の
研
究
│
│
』
で
あ
っ
た
。

帝
国
の
修
道
院
改
革
に
そ
の
独
特
の
個
性
を
刻
ん
だ
の
は
ゴ
ル
ズ
で
あ
り
、
帝
国

へ
の
ゴ
ル
ズ
の
影
響
は
、
ガ
リ
ア
に
お
け
る
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
影
響
力
に
比
肩
し
う

る
も
の
だ
と
彼
は
主
張
し
た
。
ハ
リ
ン
ガ
ー
の
結
論
は
こ
う
で
あ
る
。「
ゴ
ル
ズ

と
ク
リ
ュ
ニ
ー
は
、
折
々
の
接
触
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
つ
の
対
立
的
な
伝
統
路
線

に
由
来
す
る
。
二
つ
の
修
道
院
的
生
活
形
態
は
互
い
に
独
立
し
て
お
り
、
ザ
ク
ー

ル
や
ト
メ
ー
ク
の
よ
う
に
両
者
を
関
連
づ
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
。

か
く
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
枠
内
で
ゴ
ル
ズ
修
道
制
を
論
じ
た
ザ
ク
ー
ル
や
ク

リ
ュ
ニ
ー
改
革
と
ロ
レ
ー
ヌ
固
有
の
改
革
の
共
存
を
主
張
し
た
ト
メ
ー
ク
は
批
判

さ
れ
た
。
ハ
リ
ン
ガ
ー
は
周
年
記
念

名
簿

ネ

ク

ロ

ロ

ギ

ウ

ム

と
慣
習
規
定
書

コ
ン
ス
エ
ト
ゥ
デ
ィ
ネ
ス

を
利
用
し
つ
つ
、
本

書
の
お
よ
そ
半
分
の
頁
を
割
い
て
ゴ
ル
ズ
の
母
子
関
係
（G

orzer
F

iliationen
）
の

分
析
に
あ
て
て
い
る
。
ゴ
ル
ズ
に
由
来
す
る
十
の
改
革
グ
ル
ー
プ
と
改
革
の
伝
播

の
経
路
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
こ
こ
に
分
類
さ
れ
た
修
道
院
数
は
百
七
十
院
を
超
え

た
。
第
二
章
か
ら
第
五
章
ま
で
は
、
そ
の
表
題
が
示
す
よ
う
に
、
服
装
・
制
度
・

典
礼
・
慣
習
な
ど
の
点
に
お
い
て
ゴ
ル
ズ
と
ク
リ
ュ
ニ
ー
が
緊
張
・
対
立
関
係
に

あ
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。「
修
道
制
の
二
つ
の
異
な
っ
た
特
性
が
出
会
っ
た

と
こ
ろ
で
は
、
例
外
な
く
激
し
い
感
情
的
対
立
が
惹
き
起
こ
さ
れ
た
」
と
ハ
リ
ン

ガ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
彼
の
見
解
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
、
修
道
制
の
特
性
を
文
化

問
題
と
関
連
さ
せ
て
論
及
し
て
い
る
こ
と
だ
。
帝
国
修
道
制
を
象
徴
す
る
ゴ
ル
ズ

を
彼
は
文
化
修
道
制
（K

ulturm
önchtum

）
と
呼
び
、
ガ
リ
ア
修
道
制
を
代
表

す
る
ク
リ
ュ
ニ
ー
を
祭
儀
修
道
制
（K

ultm
önchtum

）
と
規
定
す
る
。「
精
神
世

界
へ
の
態
度
に
お
い
て
、
ゴ
ル
ズ
の
帝
国
修
道
制
は
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
的
西
方
に

比
し
て
全
体
的
に
疑
問
の
余
地
な
く
強
い
文
化
開
放
性
（K

ulturoffenheit

）
に

よ
っ
て
卓
越
し
て
い
る
」
と
。
ゴ
ル
ズ
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
た
い
し
て
「
文
化
的
上

位
」《K

ultureller
H

ochstand

》
に
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ク
リ
ュ
ニ

ー
は
「
文
化
敵
対
性
」《K

ulturfeindlichkeit

》
を
示
し
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
・
ヒ
ル

ザ
ウ
の
改
革
運
動
に
は
「
学
問
・
学
校
活
動
を
妨
げ
よ
う
と
し
た
諸
力
」
が
働
い

て
お
り
、
一
種
の
精
神
狭
搾
症
《G

eistesverengerung

》
が
見
出
さ
れ
る
。
ハ
リ

ン
ガ
ー
が
文
化
環
境
の
差
異
を
問
題
に
す
る
と
き
、
そ
の
識
別
標
は
児
童
の
た
め

の
初
等
教
育
施
設
の
有
無
で
あ
っ
た
。
マ
リ
ア
・
ラ
ー
ハ
の
修
道
士
ヒ
ル
ピ
ッ
シ

ュ
は
ハ
リ
ン
ガ
ー
の
主
張
を
さ
ら
に
一
段
と
押
し
進
め
、
ア
ニ
ア
ヌ
の
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
が
創
設
し
た
祈
　
修
道
院
（G

ebetskloster

）
や
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
代
表
さ
れ

る
祭
儀
修
道
院
（K

ultkloster

）
は
文
化
に
敵
対
し
、
帝
国
修
道
院
こ
そ
が
文
化

修
道
院
（K

ulturkloster

）
で
あ
る
と
す
る
奇
妙
な
論
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
。

こ
こ
に
は
ゲ
ル
マ
ン
文
化
は
ラ
テ
ン
文
化
に
ま
さ
る
と
考
え
る
鼻
持
ち
な
ら
な
い

独
断
が
み
ら
れ
る
。
ル
ク
レ
ー
ル
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
祈
り
に
伴
う
一
切
の
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活
動
で
あ
る
典
礼
（litu

rg
y

）
こ
そ
は
諸
芸
の
総
合
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
芸

術
・
文
化
活
動
の
源
泉
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
で
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。

ハ
リ
ン
ガ
ー
の
著
書
は
改
革
修
道
制
の
研
究
に
刺
激
と
活
気
を
与
え
た
が
、
あ

ま
り
に
も
歯
切
れ
の
よ
す
ぎ
る
彼
の
テ
ー
ゼ
に
た
い
し
て
は
そ
の
ご
幾
多
の
疑
問

が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ハ
リ
ン
ガ
ー
は
ゴ
ル
ズ
と
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
対
立
関
係
を
誇

張
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
と
帝
国
の
修
道
院
改
革
に
お

け
る
ゴ
ル
ズ
の
指
導
的
役
割
を
強
調
し
す
ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
と
。
ハ
リ
ン

ガ
ー
の
大
著
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
半
世
紀
以
上
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
に

ゴ
ル
ズ
を
め
ぐ
る
新
し
い
研
究
も
幾
つ
か
公
表
さ
れ
て
お
り
、
ゴ
ル
ズ
改
革
の
再

検
討
の
機
は
熟
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

（
１
）
ゴ
ル
ズ
修
道
院
の
通
史
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
に
次
の
文
献
が
あ
り
、
今
な
お
有

益
で
あ
る
。J.C

.L
ager,D

ie
A

bteiG
orze

in
L

othringen.B
rünn

1887;F
.C

haussier,

L
'A

bbaye
de

G
orze.M

etz
1894.

ゴ
ル
ズ
お
よ
び
ゴ
ル
ズ
修
道
制
に
つ
い
て
は
以
下
の

研
究
を
参
照
。E

.S
ack

u
r,

D
ie

C
lu

n
ia

cen
ser

in
ih

rer
kirch

lich
en

u
n

d

allgem
eingeschichtlichen

W
irksam

keit
bis

zur
M

itte
des

elften
Jahrhunderts.

H
alle

a.S
.1892-94,

,121-80;A
.H

auck,K
irchengeschichte

D
eutschlands.

,

L
eipzig

1896,342-86;E
.T

om
ek,Studien

zur
R

eform
der

deutschen
K

löster
im

Jahrhundert. W
ien

1910,140-57;C
.W

olf,‘‘D
ie

G
orzer

R
eform

in
ihrem

V
erhältnis

zu
deutschen

K
löstern’’, E

lsass-lothringisches
Jahrbuch,

(1930)
95-111;K

.H
all-

inger, G
orze-K

luny.Studien
zu

den
m

onastischen
L

ebensform
en

und
G

egensätzen

im
H

ochm
ittelalter. R

om
1950-51

(N
euauflage;G

raz
1971).

ハ
リ
ン
ガ
ー
の
本
書

に
つ
い
て
は
次
の
書
評
を
参
照
さ
れ
た
い
。T

h.S
chieffer,‘‘C

luniazensische
oder

G
orzische

R
eform

bew
egung

?’’,A
rchiv

für
m

ittelrheinische
K

irchengeschichte

4(1952)
24-44;H

.B
üttner,‘‘V

erfassungsgeschichte
und

lothringische
K

losterreform
’’,

in:J.E
ngelu.H

.M
.K

linkenberg(H
g.), A

us
M

ittelalter
und

N
euzeit.G

erhard
K

allen

zum
70.G

eburtstag
dargebracht. B

onn
1957,17-27.

ハ
リ
ン
ガ
ー
以
後
の
注
目
す
べ
き
研
究
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。H

.E
.F

eine,

‘‘K
losterreform

en
im

10.und
11.Jahrhundertund

ihr
E

influss
auf

die
R

eichenau

und
S

t.G
allen’’,in:

A
us

V
erfassungs-und

L
andesgeschichte.F

estschrift
zum

70.

G
eburtstag

von
T

heodor
M

eyer
dargebracht.

,L
indau-C

onstance
1955,77-91;

J.C
houx,‘‘D

écadence
etréform

e
m

onastique
dans

la
province

de
T

rèves
855-959’’,

R
evue

B
énédictine

70(1960)
204-23;K

.U
.Jaeschke,‘‘Z

ur
E

igenständigkeiteiner

Junggorzer
R

eform
bew

egung’’, Z
eitschriftfür

K
irchengeschichte

71(1970)
17-43;

E
.B

oshof,‘‘K
loster

und
B

ischof
in

L
otharingien’’,in:R

.K
ottje

u.H
.M

aurer(H
g.),

M
onastische

R
eform

en
im

9.und
10.Jahrhundert(V

orträge
und

Forschungen
B

d.

38)
Sigm

aringen
1989,197-245;M

.Parisse
etO

.G
.O

exle(éd.), L
’A

bbaye
de

G
orze

au
X

esiècle.N
ancy

1993;A
.W

agner,G
orze

au
esiècle.C

ontribution
à

l'histoire

du
m

onachism
e

bénédictin
dans

l’E
m

pire. B
repols

1966;J.N
ightingale,M

onasteries

and
P

atrons
in

the
G

orze
R

eform
:

L
otharingia

c.850-1000.O
xford

2001.

渡
部
治

四
二

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
三
巻
第
二
号

（
16
）

Ⅲ
Ⅰ

Ⅸ

Ⅱ

Ⅸ



雄
「
修
道
院
改
革
史
上
の
ゴ
ル
ツ
ェ
│
│
ハ
リ
ン
ガ
ー
の
研
究
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」

『
西
洋
史
研
究
』
第
十
・
十
一
合
併
号
（
一
九
六
八
年
）
九
七
ー
一
一
九
頁
。

（
２
）

A
.d'H

erbom
ez(éd.),C

artulaire
de

L
’A

bbaye
de

G
orze.P

aris
1898.

（
以
下C

A
G

と
略
記
）n˚

4(18
m

ai757)
9-13.

（
３
）‘et

sit
ipsum

m
onasterium

subjectum
sub

m
andeburde

et
defensione

S
ancti

Stephani’: ibid.,11.

（
４
）
関
口
武
彦
「
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
設
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」『
山
形
大
学
紀
要
・
社
会
科
学
』

第
二
十
八
巻
第
二
号
（
一
九
九
八
年
）
二
五
頁
。

（
５
）

F.C
haussier,op.cit.,24.

（
６
）

‘atque
pro

salute
anim

e
ac

stabilitate
regninostri’:C

A
G

,n˚
17(a˚

772-74)
40.

（
７
）

C
A

G
,n˚

67
(a˚

875),n
os70

et71
(ann.876-82),n

˚85
(a˚

898)
n˚

86
(a˚

903)

…etc.

（
８
）

C
A

G
,n˚

60
(a˚

863)
108.

（
９
）

F.C
haussier,op.cit.,33-39.

（
10
）

Ibid.,41-58;J.C
.L

ager,op.cit.,46-56.

（
11
）

K
.H

allinger,G
orze-K

luny

…,11.

（
12
）

Ibid.,422.

（
13
）

Ibid.,38-39.

（
14
）

Ibid.,456.

（
15
）

S.H
ilpisch,‘‘D

as
benediktinisch-m

onastische
Idealim

W
andelder

Z
eiten’’,Studien

und
M

itteilungen
zur

G
eschichte

des
B

enediktinerordens
und

seiner
Z

w
eige,

68(1958)
73-85.

（
16
）

J.L
eclercq,‘‘C

luny,fut-ilennem
ie

de
la

culture
?’’,R

evue
M

abillon,47(1957)
172-

82;id.,T
he

love
oflearning

and
the

desire
for

G
od.N

ew
Y

ork
1974(1961)

287-

308.

十
一
世
紀
の
ゴ
ル
ズ
の
図
書
室
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
書
物
の
目
録
に
つ
い
て
は
モ

ラ
ン
の
研
究
が
あ
る
が
（D

.G
.M

orin,‘‘L
e

C
atalogue

de
M

anuscrits
de

l’abbaye
de

G
orze

au
X

I
esiècle’’,R

evue
B

énédictine
22(1903)

1-14

）
図
書
目
録
を
詳
細
に
分
析

し
た
Ａ
・
ワ
グ
ネ
ル
は
、
所
蔵
図
書
は
古
く
し
か
も
内
容
は
平
凡
で
あ
り
、
量
的
に
も

質
的
に
も
ゴ
ル
ズ
は
偉
大
な
知
的
セ
ン
タ
ー
に
は
到
底
な
り
え
な
か
っ
た
と
述
べ
て
ハ

リ
ン
ガ
ー
に
反
論
し
た
。cf.A

.W
agner,‘‘L

a
vie

culturelle
à

G
orze

au
X

esiècle

d’après
la

V
ita

Johannis
G

orziensis
et

le
catalogue

de
la

bibliothèque’’,dans:

M
.Parisse

etO
.G

.O
exle(éd.), op.cit.,213-30;id.,G

orze
au

esiècle

…,101-90.

一
　
ゴ
ル
ズ
の
改
革

ロ
タ
ー
ル
二
世
の
相
続
領
は
一
般
に
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
（L

otharingia,L
otharingie

）

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ド
か
ら
ヴ
ォ
ー
ジ
ュ
に
達
す
る
一
帯
が
含
ま

れ
、
旧
ア
ウ
ス
ト
ラ
シ
ア
王
国
の
領
域
が
ほ
ぼ
こ
れ
に
相
当
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
こ
に
は
ア
ー
ヘ
ン
、
リ
エ
ー
ジ
ュ
、
ト
リ
エ
ル
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
、
メ
ッ
ス
、
ト

ゥ
ー
ル
の
諸
都
市
が
含
ま
れ
る
。
ロ
レ
ー
ヌ
（
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
）
と
言
う
と
き
、

こ
れ
は
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
の
南
半
分
し
か
含
ま
な
い
の
が
通
例
な
の
で
、
我
々
は
ロ

四
三

ゴ
ル
ズ
の
改
革
と
周
年
記
念
　
名
簿
―
―
関
口

Ⅸ



タ
リ
ン
ギ
ア
（
ロ
タ
ラ
ン
ジ
ー
）
の
名
称
を
用
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
中
世
に

お
い
て
は
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
内
の
人
的
・
物
的
交
流
は
非
常
に
活
発
で
あ
り
、
リ
エ

ー
ジ
ュ
の
聖
職
者
も
こ
の
内
部
を
自
由
に
移
動
し
た
。
リ
エ
ー
ジ
ュ
人
も
ま
た
ロ

タ
リ
ン
ギ
ア
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
Ｍ
・
パ
リ
ス
は
フ

ラ
ン
ド
ル
か
ら
ロ
レ
ー
ヌ
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ

ア
に
達
す
る
一
帯
（
ロ
ー
ヌ
、
ソ
ー
ヌ
、
ラ
イ
ン
、
モ
ー
ゼ
ル
、
ム
ー
ズ
の
諸
河

川
流
域
を
含
む
）
を
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
枢
軸
（l’axe

lotharingien

）
と
呼
び
、
近
世

に
至
る
ま
で
こ
の
内
部
に
お
い
て
人
的
、
物
的
、
思
想
的
交
流
が
活
発
に
展
開
し

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
・
ヴ
ォ
ル
ピ
ア
ー
ノ
の
改
革
運
動
、

ベ
ギ
ー
ヌ
派
の
運
動
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
教
会
建
設
な
ど
は
、
こ
の
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア

枢
軸
の
内
部
で
と
く
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
我
々
は
ゴ
ル
ズ
の
改
革
を
ロ
タ
リ
ン
ギ

ア
改
革
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ク
リ
ュ
ニ
ー
設
立
（
九
一
〇
年
）
か
ら
十
年
後
に
、
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
（
ナ
ミ
ュ
ー

ル
）
の
領
主
ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
、
一
族
が
所
有
す
る
教
会
に
修
道
院
建
設
用
地
を
寄

進
し
た
。
自
ら
修
道
生
活
の
刷
新
に
乗
り
出
す
こ
と
を
考
え
て
い
た
ジ
ェ
ラ
ー
ル

は
、
パ
リ
の
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
で
修
行
し
て
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
を
学
ん

だ
。
九
二
三
年
に
郷
里
に
戻
り
、
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
修
道
院
長
に
な
っ
た
。
ジ
ェ
ラ

ー
ル
の
場
合
に
は
私
有
教
会
領
主
が
同
時
に
修
道
院
長
を
兼
ね
て
お
り
、
ク
リ
ュ

ニ
ー
の
よ
う
に
創
設
者
が
ベ
ル
ノ
ン
と
い
う
す
ぐ
れ
た
修
道
院
長
に
修
道
生
活
の

指
導
を
委
ね
た
ケ
ー
ス
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
し
か
も
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
小
領
主

と
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
と
で
は
、
同
じ
貴
族
と
は
い
っ
て
も
実
力
と
格
が
全
く
ち
が
う
。

ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
公
ジ
ゼ
ル
ベ
ー
ル
、
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
ア
ル
ヌ
ー
ル

の
政
治
的
挙
措
に
た
え
ず
気
を
配
ら
ざ
る
を
得
ず
、
彼
ら
の
後
ろ
楯
と
協
力
を
得

る
た
め
に
苦
労
し
て
い
る
。
領
主
が
修
道
院
長
を
兼
ね
た
例
は
ア
ニ
ア
ヌ
の
ベ
ネ

デ
ィ
ク
ト
に
も
み
ら
れ
る
が
、
職
能
分
離
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
十
世
紀
に
は
、

か
か
る
兼
務
は
漸
く
時
代
錯
誤
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
が
九
五
九
年

に
没
す
る
と
、
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
修
道
院
は
リ
エ
ー
ジ
ュ
教
会
に
併
合
さ
れ
、
そ
の

影
響
力
は
殆
ど
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

ゴ
ル
ズ
の
改
革
に
参
加
し
た
改
革
者
集
団
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
し
て
い
る

の
は
、
二
代
目
の
改
革
修
道
院
長
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ヴ
ァ
ン
デ
ィ
エ
ー
ル
の
伝
記

『
ヨ
ハ
ネ
ス
伝
』（V

ita
Iohannis

A
bbatis

G
orziensis

）
で
あ
る
。
メ
ッ
ス
の
サ

ン
・
タ
ル
ヌ
ー
ル
（S

aint-A
rnoul

）
修
道
院
長
ジ
ャ
ン
（
九
八
四
年
没
）
に
よ
っ

て
ヨ
ハ
ネ
ス
の
死
（
九
七
四
・
三
・
七
）
の
直
後
に
執
筆
さ
れ
た
、
ま
さ
に
同
時

代
人
の
筆
に
な
る
伝
記
と
い
っ
て
よ
い
。
メ
ッ
ス
司
教
ア
ダ
ル
ベ
ロ
ン
が
ゴ
ル
ズ

の
改
革
を
委
ね
た
七
名
の
改
革
者
グ
ル
ー
プ
が
ゴ
ル
ズ
に
入
居
し
た
の
は
九
三
四

年
で
あ
る
。E

inoldus

（
ト
ゥ
ー
ル
の
大
助
祭
）、Johannes

、S
alecho

（
サ
ン
・

マ
ル
タ
ン
・
ド
・
メ
ッ
ス
の
聖
職
者
）、R

an
d

in
cu

s

（
サ
ン
・
サ
ン
フ
ォ
リ
ア

ン
・
ド
・
メ
ッ
ス
の
司
祭
）、B

ernacer

（
メ
ッ
ス
教
会
の
助
祭
）、T

euthincus
（
エ
イ
ノ
ル
ド
ゥ
ス
の
侍
者
）、T

eutherus

（
ラ
ン
デ
ィ
ン
ク
ス
の
甥
）
が
こ
れ
で

あ
り
、
ト
ゥ
ー
ル
、
メ
ッ
ス
の
聖
職
者
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
を
二
年
後

四
四

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
三
巻
第
二
号

（
２
）

（
１
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）



に
作
成
さ
れ
た
寄
進
証
書
の
副
署
人
の
名
前
と
照
合
す
る
と
き
、
我
々
は
興
味
深

い
事
実
を
見
出
す
。
副
署
人
は
司
教
ア
ダ
ル
ベ
ロ
ン
以
下
二
十
名
を
か
ぞ
え
る
が
、

上
記
七
名
の
う
ち
一
人
を
除
く
全
員
が
顔
を
揃
え
て
い
る
。
サ
レ
コ
は
サ
ン
・
マ

ル
タ
ン
修
道
院
長
に
就
任
し
て
ゴ
ル
ズ
を
立
去
っ
た
。
こ
れ
は
『
ヨ
ハ
ネ
ス
伝
』

の
資
料
と
し
て
の
正
確
さ
を
裏
づ
け
る
も
の
だ
。
さ
ら
に
副
署
人
の
中
に
一
連
の

改
革
者
の
名
前
が
登
場
す
る
。
司
教
ア
ダ
ル
ベ
ロ
ン
の
叔
父
で
の
ち
に
サ
ン
・
ユ

ベ
ー
ル
（
リ
エ
ー
ジ
ュ
教
区
）
修
道
院
長
に
な
っ
たF

redericus

、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
の

参
事
会
員
出
身
で
の
ち
に
ス
タ
ヴ
ロ
（
リ
エ
ー
ジ
ュ
教
区
）
修
道
院
長
に
就
任
し

たO
dilo

、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
の
隠
修
士
で
の
ち
に
サ
ン
・
テ
ー
ヴ
ル
（
ト
ゥ
ー
ル
）
院

長
に
な
っ
たH

ubertus

な
ど
で
あ
る
。
他
の
十
名
は
以
前
か
ら
の
ゴ
ル
ズ
の
修
道

士
で
あ
っ
た
。
改
革
者
集
団
の
メ
ン
バ
ー
の
出
身
地
や
転
任
先
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
メ
ッ
ス
、
ト
ゥ
ー
ル
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
、
リ
エ
ー
ジ
ュ
教
区
の
あ
い
だ
に

は
緊
密
な
人
的
・
思
想
的
交
流
が
存
在
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ち
な
み
に
こ
の
点

は
在
俗
教
会
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
九
八
四
年
か
ら
一
一
〇
七
年

に
至
る
百
二
十
三
年
間
に
、
メ
ッ
ス
、
ト
ゥ
ー
ル
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
の
司
教
に
就
任

し
た
者
は
合
計
十
六
名
を
か
ぞ
え
る
。
こ
の
う
ち
修
道
士
出
身
の
一
名
を
除
い
た

十
三
名
は
、
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
の
出
身
で
あ
っ
た
。
国
王

カ
ペ
ラ
ー
ヌ
ス
が
三
名
お
り
、
う
ち
二
人
は
参
事
会
員
（
ト
ゥ
ー
ル
お
よ
び
ハ
ル

バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
）
で
も
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
が

所
属
教
区
の
司
教
に
昇
任
す
る
ケ
ー
ス
は
稀
で
あ
り
、
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
の
他
教
区

の
司
教
に
就
任
す
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
こ
と
だ
。
ど
こ
の
参
事
会
に
適
任
の
候

補
が
い
る
の
か
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
全
域
に
知
れ
渡
っ
た
の
で
あ
り
、

メ
ッ
ス
、
ト
ゥ
ー
ル
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
、
リ
エ
ー
ジ
ュ
各
教
区
間
の
情
報
連
絡
網
は
、

我
々
の
想
像
を
こ
え
て
活
発
に
機
能
し
て
い
た
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

エ
イ
ノ
ル
ド
ゥ
ス
を
継
い
で
ゴ
ル
ズ
修
道
院
長
に
就
任
し
た
ヨ
ハ
ネ
ス
の
生
涯

も
、
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
の
社
会
的
流
動
性
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。
ヨ
ハ
ネ
ス
は
メ

ッ
ス
、
ト
ゥ
ー
ル
両
教
区
の
境
界
地
帯
に
あ
る
ヴ
ァ
ン
デ
ィ
エ
ー
ルV

andières

村

（
モ
ー
ゼ
ル
川
左
岸
）
に
富
裕
な
非
自
由
人
を
両
親
と
し
て
九
〇
五
年
頃
出
生
し

た
。
家
庭
が
裕
福
で
あ
っ
た
た
め
に
ヨ
ハ
ネ
ス
は
就
学
の
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
メ

ッ
ス
教
会
、
サ
ン
・
ミ
ー
エ
ル
（S

aint-M
ihiel

）
修
道
院
学
校
（
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
教

区
）
で
文
法
を
学
ん
だ
が
、
父
の
死
に
よ
っ
て
家
に
戻
り
、
家
領
の
経
営
に
専
念

し
た
。
こ
の
間
に
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
伯
リ
ク
イ
ン
や
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
司
教
ダ
ド
ン
（
九
二

三
年
没
）
の
知
遇
を
う
け
た
。
聖
職
者
に
な
ろ
う
と
決
意
し
た
彼
は
ト
ゥ
ー
ル
、

メ
ッ
ス
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
で
修
行
を
積
ん
だ
が
、
メ
ッ
ス
の
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
オ

ー
・
ノ
ナ
ン
（S

aint-P
ierre-aux-N

onnains

）
の
修
道
女
で
つ
ね
に
苦
行
衣
を
ま

と
っ
て
修
行
し
て
い
た
ゲ
イ
サ
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
修
道
生
活
に
目
覚
め
た
。

見
聞
を
広
め
る
た
め
に
イ
タ
リ
ア
に
旅
行
し
、
ガ
ル
ガ
ノ
山
や
モ
ン
テ
・
カ
ッ
シ

ー
ノ
を
訪
れ
た
。
帰
国
後
ヨ
ハ
ネ
ス
は
ト
ゥ
ー
ル
の
大
助
祭
エ
イ
ノ
ル
ド
ゥ
ス
と

知
り
合
っ
た
。
そ
し
て
修
道
生
活
を
志
す
数
人
の
仲
間
と
一
緒
に
メ
ッ
ス
司
教
ア

ダ
ル
ベ
ロ
ン
と
交
渉
し
、
彼
の
提
案
を
い
れ
て
ゴ
ル
ズ
へ
の
移
住
を
決
意
し
た
の
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で
あ
る
（
九
三
四
年
）。
修
道
院
長
エ
イ
ノ
ル
ド
ゥ
ス
の
下
で
ヨ
ハ
ネ
ス
は
修
道

院
領
の
管
理
を
担
当
し
た
。
彼
の
評
判
は
や
が
て
宮
廷
に
ま
で
達
し
、
オ
ッ
ト
ー

一
世
は
、
彼
を
コ
ル
ド
バ
の
カ
リ
フ
、
ア
ブ
ド
・
エ
ル
・
ラ
ー
マ
ン
三
世
の
も
と

に
使
節
と
し
て
派
遣
し
て
い
る
（
九
五
三
ー
五
六
年
）。
エ
イ
ノ
ル
ド
ゥ
ス
の
死
後
、

ヨ
ハ
ネ
ス
は
修
道
院
長
に
選
ば
れ
、
九
七
六
年
三
月
七
日
に
死
去
す
る
ま
で
ゴ
ル

ズ
を
支
配
し
た
の
で
あ
る
。

ゴ
ル
ズ
に
改
革
が
導
入
さ
れ
た
九
三
四
年
は
、
ま
た
ト
ゥ
ー
ル
の
サ
ン
・
テ
ー

ヴ
ル
（S

aint-E
vre

de
T

oul

）
に
お
い
て
修
道
院
改
革
が
始
ま
っ
た
年
で
も
あ
る
。

改
革
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
た
の
は
司
教
ゴ
ズ
ラ
ンG

auzelin

で
あ
っ
た
。
彼

は
前
年
に
フ
ル
リ
ー
・
ス
ュ
ル
・
ロ
ワ
ー
ル
に
行
き
、
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律

と
同
院
の
慣
習
を
修
得
し
た
。
ゴ
ズ
ラ
ン
は
、
フ
ル
リ
ー
か
ら
呼
び
寄
せ
た
修
道

士
ア
ル
シ
ャ
ン
ボ
ー
を
サ
ン
・
テ
ー
ヴ
ル
修
道
院
長
に
任
命
し
、
同
院
か
ら
参
事

会
員
を
追
放
し
て
い
る
。
ト
ゥ
ー
ル
教
区
に
は
こ
れ
ま
で
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒

律
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ゴ
ズ
ラ
ン
に
彼
が
求
め
て
い
た
も

の
を
提
供
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ル
リ
ー
で
あ
っ
た
。
翌
年
に
は
サ
ン
・
テ
ー

ヴ
ル
修
道
士
の
一
部
は
モ
ン
テ
ィ
エ
・
ラ
ン
・
デ
ル
（
シ
ャ
ロ
ン
・
ス
ュ
ル
・
マ

ル
ヌ
教
区
）
に
派
遣
さ
れ
て
当
院
の
改
革
が
始
ま
り
、
サ
ン
・
テ
ー
ヴ
ル
は
改
革

の
拠
点
修
道
院
に
な
っ
た
。
サ
ン
・
テ
ー
ヴ
ル
は
、
ゴ
ル
ズ
同
様
に
オ
ッ
ト
ー
一

世
の
政
治
的
保
証
を
と
り
つ
け
て
い
る
。

ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
公
ジ
ゼ
ル
ベ
ー
ル
（
九
三
九
年
没
）
に
支
持
さ
れ
て
、
ト
リ
エ

ル
の
ザ
ン
ク
ト
・
マ
キ
シ
ミ
ン
（S

ankt
M

axim
in

）
で
改
革
が
始
ま
っ
た
の
は
同

じ
く
九
三
四
年
で
あ
る
。
副
院
長
オ
ゴ
は
同
院
長
に
任
命
さ
れ
て
修
道
生
活
を
刷

新
し
た
。
九
三
七
年
に
は
早
く
も
同
院
の
修
道
士
の
一
部
は
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
の
ザ

ン
ク
ト
・
モ
ー
リ
ッ
ツ
修
道
院
に
赴
い
て
い
る
。
オ
ゴ
ン
は
の
ち
に
オ
ッ
ト
ー
一

世
に
よ
っ
て
リ
エ
ー
ジ
ュ
司
教
に
任
命
さ
れ
た
が
、
ザ
ン
ク
ト
・
マ
キ
シ
ミ
ン
の

改
革
は
引
続
き
拡
大
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
ベ
ル
ゲ
ン
（
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
）、
ザ

ン
ク
ト
・
パ
ン
タ
レ
オ
ン
（
ケ
ル
ン
）、
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ブ
ル
ク
（
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
）

に
改
革
が
導
入
さ
れ
、
さ
ら
に
グ
ラ
ー
ト
バ
ッ
ハ
（
ケ
ル
ン
）、
エ
ヒ
テ
ル
ナ
ッ

ハ
（
ト
リ
エ
ル
）、
タ
ー
ゲ
ル
ン
ゼ
ー
（
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
）、
そ
し
て
ザ
ン
ク

ト
・
エ
メ
ラ
ム
（
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
）
が
改
革
さ
れ
て
い
る
。
ザ
ン
ク
ト
・
マ

キ
シ
ミ
ン
の
改
革
運
動
は
サ
ン
・
テ
ー
ヴ
ル
同
様
に
ゴ
ル
ズ
か
ら
独
立
し
た
運
動

で
あ
っ
て
、
ハ
リ
ン
ガ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に
ゴ
ル
ズ
改
革
の
副
産
物
で
は
な
い
。

ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
の
修
道
院
改
革
は
、
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
改
革
を
先
駆
と
し
て
三
つ
の

拠
点
修
道
院
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
改
革
は
永
続
的
性

格
を
も
ち
え
な
か
っ
た
が
、
他
の
三
つ
の
修
道
院
は
そ
れ
ぞ
れ
が
改
革
セ
ン
タ
ー

と
し
て
の
ち
に
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
。
ゴ
ル
ズ
、
サ
ン
・
テ
ー
ヴ
ル
、
ザ

ン
ク
ト
・
マ
キ
シ
ミ
ン
の
改
革
の
う
ち
で
ゴ
ル
ズ
の
改
革
だ
け
が
先
行
し
た
わ
け

で
は
な
い
し
、
他
の
二
院
は
ゴ
ル
ズ
に
た
い
し
て
従
属
的
地
位
に
留
ま
っ
た
わ
け

で
も
な
い
。
改
革
に
遅
れ
を
と
っ
た
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
教
区
に
お
い
て
も
、
司
教
ベ
ラ

ン
ジ
ェ
は
十
世
紀
半
ば
に
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ
参
事
会
教
会
を
修
道
院
に
変
更
し
、
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サ
ン
・
テ
ー
ヴ
ル
修
道
士
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
を
修
道
院
長
に
迎
え
た
。
サ
ン
・
ヴ

ァ
ン
ヌ
が
改
革
史
上
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
十
一
世
紀
で
あ
る
。

ゴ
ル
ズ
改
革
の
影
響
が
も
っ
と
も
強
く
感
じ
ら
れ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
メ

ッ
ス
教
区
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
メ
ッ
ス
の
修
道
院
（
サ
ン
・
タ
ル
ヌ
ー
ル
、
サ

ン
・
ヴ
ァ
ン
サ
ン
、
サ
ン
・
ク
レ
マ
ン
、
サ
ン
・
サ
ン
フ
ォ
リ
ア
ン
、
サ
ン
・
マ

ル
タ
ン
）、
市
域
外
に
あ
る
サ
ン
・
タ
ヴ
ォ
ル
ド
、
グ
ラ
ン
デ
ィ
エ
ー
ル
は
ゴ
ル

ズ
改
革
の
影
響
を
被
っ
た
。
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
教
区
の
ノ
イ
ヴ
ィ
ラ
ー
、
マ
ル
ム

ー
テ
ィ
エ
両
院
に
も
ゴ
ル
ズ
の
改
革
が
導
入
さ
れ
、
十
、
十
一
世
紀
に
は
三
名
の

ゴ
ル
ズ
修
道
士
が
マ
ル
ム
ー
テ
ィ
エ
院
長
に
就
任
し
て
い
る
。
だ
が
十
世
紀
も
末

に
な
る
と
、
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
に
外
部
の
改
革
運
動
の
波
が
押
し
寄
せ
て
く
る
。
司

教
た
ち
は
改
革
の
熱
意
を
呼
び
覚
ま
す
た
め
に
は
、
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
以
外
の
改
革

勢
力
の
手
を
借
り
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
さ
と
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
メ
ッ
ス

司
教
ア
ダ
ル
ベ
ロ
ン
二
世
（
在
位
九
八
四
ー
一
〇
〇
五
）
は
教
区
の
修
道
院
を
巡

察
し
た
折
に
、
サ
ン
・
タ
ル
ヌ
ー
ル
に
お
い
て
改
革
の
熱
意
が
薄
ら
い
で
い
る
こ

と
に
気
付
き
、
サ
ン
・
ベ
ニ
ー
ニ
ュ
修
道
院
長
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
・
ヴ
ォ
ル
ピ
ア
ー

ノ
に
改
革
を
委
ね
た
（
九
九
六
ー
九
七
年
）。
ギ
ヨ
ー
ム
は
短
期
間
な
が
ら
修
道

院
長
と
し
て
サ
ン
・
タ
ル
ヌ
ー
ル
修
道
士
を
指
導
し
て
い
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
ト

ゥ
ー
ル
で
も
、
司
教
ゴ
ズ
ラ
ン
の
三
番
目
の
後
継
者
ベ
ル
ト
ル
ド
（
在
位
九
九
六

ー
一
〇
一
九
）
が
改
革
運
動
の
拠
点
修
道
院
サ
ン
・
テ
ー
ヴ
ル
に
ギ
ヨ
ー
ム
を
院

長
と
し
て
招
請
し
た
。
さ
ら
に
ア
ダ
ル
ベ
ロ
ン
二
世
の
後
任
テ
ィ
エ
リ
二
世
（
在

位
一
〇
〇
六
ー
四
七
）
は
、
ゴ
ル
ズ
を
ギ
ヨ
ー
ム
に
委
ね
た
（
一
〇
一
二
ー
三
一
）。

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
の
改
革
勢
力
が
つ
い
に
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
の
改
革
の
中
心
ゴ
ル
ズ
に

入
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
教
区
で
は
、
か
の
リ
シ
ャ
ー
ル
に
よ
っ
て

サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ
（S

aint-V
anne

）
が
改
革
さ
れ
た
。
ラ
ン
ス
の
参
事
会
員
だ
っ

た
リ
シ
ャ
ー
ル
は
、
友
人
の
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
伯
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
と
共
に
修
道
士
に
な

ろ
う
と
し
て
一
旦
は
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ
に
入
っ
た
。
し
か
し
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身

の
修
道
院
長
フ
ィ
ン
ゲ
ン
は
経
営
管
理
の
能
力
を
欠
い
て
お
り
、
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン

ヌ
は
貧
し
く
律
修
生
活
を
実
行
で
き
る
よ
う
な
情
況
下
に
は
な
か
っ
た
。
両
人
は

ヴ
ェ
ル
ダ
ン
で
修
道
士
に
な
る
こ
と
を
断
念
し
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
行
き
、
オ
デ
ィ

ロ
ン
の
下
で
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
に
な
っ
た
（
一
〇
〇
四
年
）。
フ
ィ
ン
ゲ
ン
の

没
後
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
司
教
に
よ
っ
て
呼
び
戻
さ
れ
た
リ
シ
ャ
ー
ル
は
、
や
が
て
サ

ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ
修
道
院
長
に
任
命
さ
れ
て
改
革
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
お
よ
そ

二
十
院
が
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ
に
よ
っ
て
改
革
さ
れ
た
が
、
こ
の
中
に
は
サ
ン
・
ヴ

ァ
ー
ス
ト
・
ダ
ラ
ス
、
サ
ン
・
タ
マ
ン
、
サ
ン
・
ベ
ル
タ
ン
、
ロ
ッ
ブ
の
ご
と
き

著
名
な
修
道
院
が
含
ま
れ
た
。
フ
ラ
ン
ド
ル
の
修
道
院
改
革
に
は
、
フ
ラ
ン
ド
ル

伯
の
強
力
な
後
ろ
楯
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
リ
シ
ャ
ー
ル
の

弟
子
の
中
で
傑
出
し
て
い
た
の
は
ポ
ポ
ン
（
一
〇
四
八
年
没
）
で
あ
る
。
ラ
ン
ス

の
サ
ン
・
テ
ィ
エ
リ
修
道
士
で
あ
っ
た
ポ
ポ
ン
の
才
能
を
早
く
か
ら
見
抜
い
て
い

た
リ
シ
ャ
ー
ル
は
、
彼
を
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ
に
連
れ
て
行
き
、
つ
い
で
サ
ン
・
ヴ

ァ
ー
ス
ト
、
ボ
ー
リ
ュ
ー
・
オ
・
ア
ル
ゴ
ン
の
支
院
長
に
任
命
し
た
。
ハ
イ
ン
リ
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ヒ
二
世
は
の
ち
に
彼
を
ス
タ
ヴ
ロ
・
マ
ル
メ
デ
ィ
（S

tavelot-M
alm

édy

）
修
道

院
長
に
任
命
し
（
一
〇
二
〇
年
）、
直
後
に
ト
リ
エ
ル
の
拠
点
修
道
院
ザ
ン
ク
ト
・

マ
キ
シ
ミ
ン
修
道
院
長
を
兼
任
さ
せ
た
。
一
〇
三
七
年
に
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
司
教
ラ
ン

ベ
ー
ル
（
在
位
一
〇
二
五
ー
三
七
）
は
、
コ
ン
ラ
ー
ト
二
世
の
同
意
を
得
て
ヴ
ェ

ル
ダ
ン
近
郊
に
サ
ン
・
テ
リ
（S

aint-A
iry

）
修
道
院
を
設
立
し
た
。
同
司
教
は
ポ

ポ
ン
配
下
の
ザ
ン
ク
ト
・
マ
キ
シ
ミ
ン
か
ら
修
道
士
を
招
い
て
い
る
。
第
三
代
院

長
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
（
在
位
一
〇
六
二
ー
八
九
）
は
こ
こ
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
慣
習
を

導
入
し
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
改
革
を
教
区
に
ひ
ろ
め
た
の
で
あ
る
。
十
一
世
紀
前
半
に

ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
改
革
の
中
心
に
な
っ
て
活
躍
し
た
三
人
の
修
道
院
長
の
う
ち
、
ギ

ヨ
ー
ム
・
ド
・
ヴ
ォ
ル
ピ
ア
ー
ノ
と
リ
シ
ャ
ー
ル
・
ド
・
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ
は
そ

れ
ぞ
れ
マ
イ
ウ
ー
ル
、
オ
デ
ィ
ロ
ン
の
下
で
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
に
な
っ
た
。
彼

ら
の
名
前
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
系
修
道
院
の
周
年
記
念

名
簿
で
記
念
さ
れ
て
い
る
。

ハ
リ
ン
ガ
ー
は
彼
ら
の
改
革
下
に
あ
っ
た
修
道
院
グ
ル
ー
プ
を
「
ロ
レ
ー
ヌ
混
合

戒
律
」《lothringische

M
ischobservanz

》
の
名
の
も
と
に
ゴ
ル
ズ
の
改
革
に
含

め
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ゴ
ル
ズ
の
主
導
権
を
あ
ま
り
に
も
誇
張
し
た
見
方
と
言

わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ゴ
ル
ズ
の
周
年
記
念

名
簿
に
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ
修
道
士
が

記
載
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
周
年
記
念

名

簿
に
は
ポ
ポ
ン
の
名
は
記
載
さ
れ
て
も
、
ゴ
ル
ズ
の
修
道
士
名
は
殆
ど
記
載
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ゴ
ル
ズ
に
よ
っ
て
改
革
さ
れ
た
修
道
院
が
、
ゴ
ル
ズ
か
ら
な
ん
ら
か
の
服
従
を

強
要
さ
れ
た
証
跡
は
な
い
。
ゴ
ル
ズ
の
改
革
は
各
修
道
院
の
自
治
を
尊
重
し
な
が

ら
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
ゴ
ル
ズ
を
本
院
と
す
る
強
固
な
母
子
体
制
に
基
づ
く

修
道
会
の
ご
と
き
も
の
を
我
々
が
想
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
ゴ
ル
ズ
修
道
士
は
司
教
権
に
た
い
し
て
は
つ
ね
に
従
順
で
あ
り
、
免
属
問

題
を
め
ぐ
っ
て
司
教
権
と
争
っ
た
形
跡
は
な
い
。
改
革
は
帝
国
教
会
体
制
の
枠
内

で
の
倫
理
的
改
革
に
終
始
し
た
の
で
あ
り
、
戒
律
の
厳
守
、
モ
ラ
ル
の
高
さ
、
司

教
権
へ
の
服
従
の
点
で
、
ゴ
ル
ズ
修
道
士
は
十
一
世
紀
を
通
じ
て
帝
国
司
教
か
ら

高
い
評
価
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
ゴ
ル
ズ
は
修
道
院
長
の
苗
床
と
し
て
重
要
な

存
在
で
あ
っ
た
。

ゴ
ル
ズ
の
慣
習
に
関
す
る
最
近
の
研
究
は
、
当
院
に
た
い
す
る
フ
ル
リ
ー
の
影

響
に
着
目
し
て
い
る
。
修
道
院
の
戒
律R

egula

は
成
文
化
さ
れ
た
『
聖
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
の
戒
律
』
で
あ
る
が
、
慣
習consuetudines

は
修
道
士
が
修
道
生
活
の
実
践

を
通
し
て
体
得
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
元
来
は
不
文
法
で
あ
っ
た
。
ア
ニ
ア
ヌ
の

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
、
統
一
的
な
戒
律
と
慣
習
を
帝
国
の
す
べ
て
の
修
道
院
に
課
す

こ
と
を
考
え
た
。
し
か
し
長
年
維
持
さ
れ
て
き
た
各
院
固
有
の
慣
習
を
廃
し
て
統

一
的
な
慣
習
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
は
、
所
詮
は
不
可
能
な
試
み
で
あ
っ
た
。
十
世

紀
に
な
る
と
慣
習
も
ま
た
次
第
に
書
き
留
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
記
録
を

通
じ
て
慣
習
は
他
院
に
も
容
易
に
伝
達
さ
れ
ま
た
学
習
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

フ
ル
リ
ー
の
古
慣
習
規
定
書
は
、
十
一
世
紀
初
頭
に
か
つ
て
の
フ
ル
リ
ー
修
道
士

で
の
ち
に
ア
モ
ル
バ
ッ
ハ
の
修
道
士
に
な
っ
た
テ
オ
ド
リ
ク
ス
に
よ
っ
て
作
成
さ

四
八
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れ
、
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
司
教
に
献
呈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
ヨ
ハ
ネ
ス
伝
』
の

幾
つ
か
の
箇
所
が
フ
ル
リ
ー
の
慣
習
規
定
書
の
内
容
と
表
現
法
に
酷
似
し
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
Ｌ
・
ド
ナ
、
Ａ
・
ダ
ヴ
リ
ル
両
神
父
の
研
究
で
あ
る
。

両
人
は
院
長
補
佐
の
役
職
（praepositus,

decanus

）
の
上
下
関
係
、
瀉
血
の
実

施
日
、
靴
の
洗
濯
日
、
夜
課
後
の
仮
眠
の
有
無
、
三
部
祈

（trina
oratio

）
に

お
け
る
詩
篇
頌
読
法
、
ミ
サ
の
表
示
法
、
処
罰
と
し
て
の
鞭
打
ち
の
有
無
な
ど
を

比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ル
リ
ー
の
慣
習
は
サ
ン
・
テ
ー
ヴ
ル
を
経
由
し

て
ゴ
ル
ズ
、
ザ
ン
ク
ト
・
マ
キ
シ
ミ
ン
、
ザ
ン
ク
ト
・
エ
メ
ラ
ム
、
フ
ル
ダ
、
ザ

ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
、
ア
イ
ン
ジ
ー
デ
ル
ン
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
、
こ
の
フ
ラ
ン

ク
・
グ
ル
ー
プ
の
慣
習
系
列
は
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
や
サ
ン
・
ベ
ニ
ー
ニ
ュ
の
ク
リ
ュ
ニ

ー
・
グ
ル
ー
プ
の
慣
習
系
列
と
は
対
照
的
な
性
格
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

フ
ル
リ
ー
の
慣
習
は
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
司
教
エ
セ
ル
ウ
ォ
ル
ド
ら
が
中
心
に
な

っ
て
起
草
し
た
『
レ
グ
ラ
ー
リ
ス
・
コ
ン
コ
ル
デ
ィ
ア
』（R

egularis
C

oncordia

）

の
み
な
ら
ず
ゴ
ル
ズ
の
慣
習
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

ラ
イ
ン
東
方
地
域
に
お
け
る
ゴ
ル
ズ
改
革
の
影
響
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
マ
イ
ン
川
流
域
の
教
区
（
マ
イ
ン
ツ
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
、
バ
ン
ベ
ル
ク
）

を
中
心
に
、
そ
の
北
方
（
ケ
ル
ン
、
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
）
お
よ
び
南
方
（
パ

ッ
サ
ウ
）
に
ゴ
ル
ズ
の
進
出
が
み
と
め
ら
れ
る
。
ケ
ル
ン
大
司
教
区
で
は
改
革
の

主
導
権
を
と
っ
た
の
は
十
世
紀
に
は
大
司
教
ブ
ル
ー
ノ
、
十
一
世
紀
に
は
ア
ン
ノ

二
世
（
一
〇
七
五
年
没
）
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ー
ノ
は
ケ
ル
ン
近
郊
に
ザ
ン
ク
ト
・

パ
ン
タ
レ
オ
ン
を
設
立
し
、
こ
こ
に
ザ
ン
ク
ト
・
マ
キ
シ
ミ
ン
の
慣
習
を
導
入
し

た
。
十
一
世
紀
に
は
ゴ
ル
ズ
修
道
士
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
が
院
長
と
し
て
招
か
れ
た

が
、
採
用
さ
れ
た
慣
習
は
フ
ル
ッ
ト
ゥ
ア
リ
アF

ruttuaria

の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
ア

ン
ノ
二
世
は
一
〇
七
〇
年
頃
ジ
ー
ク
ブ
ル
クS

ieg
b

u
rg

を
設
立
し
た
。
ザ
ン
ク

ト
・
マ
キ
シ
ミ
ン
修
道
士
の
改
革
が
失
敗
に
お
わ
っ
た
の
ち
、
ア
ン
ノ
は
ゴ
ル
ズ

修
道
士
エ
ル
フ
ォ
（
一
〇
七
六
年
没
）
を
院
長
と
し
て
招
き
、
修
道
士
を
フ
ル
ッ

ト
ゥ
ア
リ
ア
か
ら
呼
ん
だ
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
採
用
さ
れ
た
の
は
フ
ル
ッ
ト
ゥ

ア
リ
ア
の
慣
習
で
あ
る
。
ジ
ー
ク
ブ
ル
ク
は
十
一
世
紀
末
葉
に
は
改
革
の
拠
点
修

道
院
に
な
り
、
マ
イ
ン
ツ
、
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
、
ミ
ン
デ
ン
教
区
の
改
革
に
影
響
を

及
ぼ
し
た
。
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
は
コ
ン
ポ
ス
テ
ッ
ラ
巡
礼
の
帰

途
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
立
寄
り
、
こ
こ
で
修
道
士
に
な
ろ
う
と
し
た
人
物
で
あ
る
。
叙

任
権
闘
争
期
に
は
反
皇
帝
派
に
所
属
し
た
。
彼
は
ザ
ン
ク
ト
・
ペ
ー
タ
ー
（
エ
ル

フ
ル
ト
）
を
参
事
会
聖
堂
か
ら
修
道
院
に
変
更
し
、
ジ
ー
ク
ブ
ル
ク
か
ら
修
道
士

を
移
住
さ
せ
た
。
さ
ら
に
マ
イ
ン
ツ
近
郊
の
ザ
ン
ク
ト
・
ア
ル
バ
ン
（
九
世
紀
初

頭
に
設
立
）
を
改
革
し
て
ゴ
ル
ズ
修
道
士
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
を
院
長
と
し
て
招
い

た
が
、
そ
の
反
皇
帝
的
態
度
の
ゆ
え
に
廃
位
さ
れ
、
改
革
の
実
は
上
が
っ
て
い
な

い
。
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
司
教
区
に
お
い
て
改
革
の
主
導
権
を
と
っ
た
の
は
司
教
ハ

イ
ン
リ
ヒ
（
在
位
九
九
五
ー
一
〇
一
八
）
お
よ
び
ア
ダ
ル
ベ
ロ
（
在
位
一
〇
四
五

ー
九
〇
）
で
あ
っ
た
。
と
く
に
ア
ダ
ル
ベ
ロ
の
功
績
は
大
き
い
。
彼
は
母
方
を
通

四
九
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じ
て
ア
ル
デ
ン
ヌ
の
貴
族
と
は
親
戚
関
係
に
あ
り
、
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
の
改
革
の
動

向
に
は
強
い
関
心
を
よ
せ
て
い
た
。
彼
の
業
績
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ゴ
ル

ズ
か
ら
エ
ッ
ケ
ベ
ル
ト
以
下
七
名
の
修
道
士
を
呼
ん
で
、
ア
ニ
ア
ヌ
の
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
の
時
代
に
ま
で
遡
る
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ァ
ハS

chw
arzach

を
改
革
さ
せ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
（
一
〇
四
七
年
）。
の
ち
に
当
院
は
改
革
の
拠
点
修
道
院
と
し
て
、
パ

ッ
サ
ウ
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
、
メ
ル
ゼ
ブ
ル
ク
の
各
教
区
に
支
院
を
獲
得
し
た
。
バ

ン
ベ
ル
ク
教
区
に
お
い
て
修
道
院
改
革
の
主
導
権
を
と
っ
た
の
は
司
教
ヘ
ル
マ
ン

（
在
位
一
〇
六
五
ー
七
五
）
で
あ
る
。
彼
は
の
ち
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
に
よ
っ

て
シ
モ
ニ
ア
の
か
ど
で
廃
位
さ
れ
た
が
、
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
に
対
抗
す
べ
く

外
部
の
改
革
勢
力
の
導
入
を
考
え
た
。
同
教
区
の
ミ
ヒ
ェ
ル
ス
ベ
ル
ク
、
ザ
ン
ク

ト
・
ヤ
ー
コ
プ
両
院
の
改
革
を
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ァ
ハ
院
長
エ
ッ
ケ
ベ
ル
ト
に
委
ね

た
。
だ
が
教
区
聖
職
者
の
敵
愾
心
か
ら
改
革
は
失
敗
に
お
わ
り
、
エ
ッ
ケ
ベ
ル
ト

は
修
道
士
を
引
上
げ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
廃
位
さ
れ
た
ヘ
ル
マ
ン
は
の
ち
に

バ
ン
ベ
ル
ク
を
逃
れ
て
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ァ
ハ
に
行
き
、
同
院
の
修
道
士
と
し
て
そ

の
生
涯
を
お
え
た
。
ゴ
ル
ズ
修
道
士
に
よ
る
バ
ン
ベ
ル
ク
教
区
の
改
革
は
短
期
間

に
と
ど
ま
り
、
結
局
失
敗
に
お
わ
っ
て
い
る
。
パ
ッ
サ
ウ
司
教
ア
ル
ト
マ
ン
（
在

位
一
〇
六
五
ー
九
一
）
は
叙
任
権
闘
争
期
に
は
教
皇
派
で
あ
り
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス

七
世
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
教
皇
特
使
に
任
命
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
友
人
の

ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
司
教
ア
ダ
ル
ベ
ロ
が
パ
ッ
サ
ウ
に
所
有
し
て
い
た
ラ
ム
バ
ッ
ハ

修
道
院
を
通
じ
て
ゴ
ル
ズ
の
事
情
に
精
通
し
て
い
た
。
ア
ル
ト
マ
ン
は
司
教
の
私

有
修
道
院
ク
レ
ム
ス
ミ
ュ
ン
ス
タ
ーK

rem
sm

ünster

を
ゴ
ル
ズ
修
道
士
テ
ィ
エ
リ

に
委
ね
た
。
ク
レ
ム
ス
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
ほ
ど
な
く
近
隣
の
修
道
院
に
た
い
す
る

改
革
の
拠
点
修
道
院
に
な
っ
た
。
テ
ィ
エ
リ
は
ヒ
ル
ザ
ウ
修
道
院
と
祈

兄
弟
盟

約
を
結
ん
で
い
る
。
お
そ
ら
く
親
グ
レ
ゴ
リ
ア
ン
感
情
が
両
者
を
結
び
付
け
た
の

で
あ
ろ
う
。

ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
教
区
で
は
、
司
教
ブ
ル
ハ
ル
ト
二
世
（
在
位
一
〇
五
七

ー
八
八
）
と
甥
の
ヘ
ラ
ン
トH

errand

（
在
位
一
〇
八
九
ー
一
一
〇
二
）
が
修
道

院
改
革
の
主
役
で
あ
っ
た
。
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
と
メ
ッ
ス
の
関
係
は
、
メ
ッ

ス
司
教
テ
ィ
エ
リ
一
世
の
時
代
に
ま
で
遡
る
。
彼
は
オ
ッ
ト
ー
一
世
の
従
兄
弟
に

あ
た
り
、
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
司
教
座
教
会
で
教
育
を
う
け
た
。
ヘ
ラ
ン
ト

は
ゴ
ル
ズ
で
修
道
士
に
な
っ
た
が
、
の
ち
に
叔
父
に
呼
び
戻
さ
れ
て
ハ
ル
バ
ー
シ

ュ
タ
ッ
ト
の
神
学
校
々
長
に
な
り
、
つ
い
で
イ
ル
ゼ
ン
ブ
ル
クI1 senburg

修
道
院

を
委
ね
ら
れ
て
い
る
（
一
〇
七
〇
年
頃
）。
叔
父
の
死
後
、
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ

ト
司
教
に
選
出
さ
れ
た
。
ヘ
ラ
ン
ト
は
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
、
ブ
レ
ー
メ
ン
、

マ
イ
ン
ツ
教
区
内
の
幾
つ
か
の
修
道
院
を
改
革
し
た
。
彼
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
の

政
策
に
反
対
し
た
た
め
に
司
教
座
を
追
わ
れ
（
一
一
〇
〇
年
頃
）、
マ
グ
デ
ブ
ル

ク
大
司
教
の
も
と
に
一
時
身
を
寄
せ
た
が
、
の
ち
に
彼
が
改
革
し
た
ラ
イ
ン
ハ
ル

ツ
ブ
ル
ンR

einhardsbrunn

（
マ
イ
ン
ツ
教
区
）
に
難
を
避
け
、
こ
こ
で
生
涯
を

お
え
た
。
当
院
は
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
伯
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
設
立
し
た
修
道
院
で
あ

り
（
一
〇
八
五
年
頃
）、
彼
は
ヘ
ラ
ン
ト
の
協
力
を
得
て
ヒ
ル
ザ
ウ
か
ら
修
道
士

五
〇
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を
招
い
て
い
る
。
導
入
さ
れ
た
の
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
慣
習
で
あ
っ
た
。
ゴ
ル
ズ
出

身
の
司
教
が
主
導
権
を
と
っ
て
修
道
院
を
改
革
し
た
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
必
ず
し
も
ゴ
ル
ズ
の
慣
習
の
採
用
と
そ
の
影
響
力
の
増
大
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
ゴ
ル
ズ
の
改
革
が
一
定
の
意
味
を
も
っ
た
の
は
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ

ル
ク
、
パ
ッ
サ
ウ
、
そ
し
て
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
教
区
に
限
ら
れ
て
お
り
、
い

ず
れ
の
場
合
に
も
司
教
の
人
脈
に
よ
っ
て
ゴ
ル
ズ
か
ら
修
道
士
が
招
か
れ
て
い
る
。

こ
の
な
か
に
は
エ
ッ
ケ
ベ
ル
ト
、
テ
ィ
エ
リ
、
ヘ
ラ
ン
ト
の
ご
と
き
個
性
豊
か
な

人
物
が
姿
を
み
せ
る
が
、
十
一
世
紀
前
半
に
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
で
活
躍
し
た
改
革
者

（
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
・
ヴ
ォ
ル
ピ
ア
ー
ノ
、
リ
シ
ャ
ー
ル
・
ド
・
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ
、

ポ
ポ
ン
・
ド
・
ス
タ
ヴ
ロ
）
に
比
較
す
る
と
き
、
彼
ら
は
概
し
て
地
味
な
存
在
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
修
道
院
改
革
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
し

た
の
は
つ
ね
に
教
区
司
教
で
あ
り
、
帝
国
で
は
司
教
に
よ
る
修
道
院
改
革
の
性
格

が
強
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
叙
任
権
闘
争
期
に
ゴ
ル
ズ
修
道
院
長
ア
ン
リ
（
在
位

一
〇
五
五
ー
九
三
）
が
と
っ
た
態
度
は
融
和
的
で
あ
り
、
彼
自
身
そ
の
政
治
的
立

場
に
つ
い
て
旗
幟
を
鮮
明
に
し
な
か
っ
た
。
メ
ッ
ス
司
教
ヘ
ル
マ
ン
の
グ
レ
ゴ
リ

ア
ン
的
立
場
と
比
較
す
る
と
き
、
両
者
の
態
度
は
対
照
的
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
も

ち
ろ
ん
ヘ
ル
マ
ン
の
友
人
と
し
て
留
ま
っ
た
が
、
皇
帝
派
の
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
司
教
テ

ィ
エ
リ
と
も
友
好
的
で
あ
っ
た
。
だ
が
ゴ
ル
ズ
修
道
士
を
教
区
に
呼
び
寄
せ
た
司

教
の
な
か
に
は
、
叙
任
権
闘
争
期
に
教
皇
を
支
持
し
た
グ
レ
ゴ
リ
ア
ン
が
少
な
く

な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ジ
ー
ク
フ
リ

ー
ト
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
司
教
ア
ダ
ル
ベ
ロ
、
パ
ッ
サ
ウ
司
教
ア
ル
ト
マ
ン
、
ハ

ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
司
教
ブ
ル
ハ
ル
ト
お
よ
び
ヘ
ラ
ン
ト
が
そ
れ
で
あ
る
。
志
操

堅
固
で
司
教
権
に
忠
実
な
ゴ
ル
ズ
修
道
士
は
、
司
教
が
教
区
の
修
道
院
改
革
を
進

め
る
上
に
必
要
な
人
材
を
供
給
す
る
苗
床
で
あ
っ
た
。
ト
ゥ
ー
ル
司
教
ブ
ル
ー
ノ

（
の
ち
の
教
皇
レ
オ
九
世
）
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
に
よ
っ
て
教
皇
に
指
名
さ
れ

る
と
数
人
の
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
の
改
革
者
（
フ
ゴ
・
カ
ン
デ
ィ
ド
ゥ
ス
、
ウ
ド
・

ド
・
ト
ゥ
ー
ル
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ド
・
ロ
レ
ー
ヌ
、
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
）
を
ロ

ー
マ
に
同
伴
し
た
が
、
叙
任
権
闘
争
期
に
お
け
る
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
の
司
教
の
政
治

的
立
場
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
メ
ッ
ス
司
教
ヘ
ル
マ
ン
の
ご
と
き
グ
レ
ゴ
リ
ア
ン

も
い
れ
ば
、
ト
ゥ
ー
ル
司
教
ピ
ボ
ン
（
在
位
一
〇
七
〇
ー
一
一
〇
七
）、
ヴ
ェ
ル

ダ
ン
司
教
テ
ィ
エ
リ
の
ご
と
き
皇
帝
派
も
い
た
か
ら
で
あ
る
。
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ

修
道
士
は
テ
ィ
エ
リ
と
衝
突
し
て
、
そ
の
一
部
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
避
難
し
て
い
る
。

テ
ィ
エ
リ
は
司
教
権
に
従
順
な
修
道
士
を
ゴ
ル
ズ
や
サ
ン
・
タ
ル
ヌ
ー
ル
か
ら
招

い
て
彼
ら
の
改
革
運
動
を
支
援
し
た
。
バ
ン
ベ
ル
ク
司
教
ヘ
ル
マ
ン
が
と
っ
た
政

策
を
想
起
さ
せ
る
が
、
こ
れ
は
ゴ
ル
ズ
修
道
士
の
政
治
的
立
場
を
暗
に
示
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
１
）

M
.P

arisse,‘‘N
oblesse

et
m

onastères
en

L
otharingie

du
eau

esiècle’’,dans:

R
.K

ottje
u.H
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onastische

R
eform

en
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9.und
10.Jahrhundert
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・
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J.S
em

m
ler,‘‘D

as
E

rb
e

d
er

k
aro

lin
g

isch
en

K
losterreform

im
10.Jahrhundert’’,in:R

.K
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（
４
）
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え
ば
エ
ノ
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サ
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ギ
ス
ラ
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hislain

）
参
事
会
に
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の

修
道
士
を
移
住
さ
せ
た
の
は
ロ
タ
リ
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ギ
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公
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ゼ
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ベ
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ル
で
あ
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８
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（
16
）Ibid.,31-32.

（
17
）Ibid.,203-17.

（
18
）
ハ
リ
ン
ガ
ー
に
よ
っ
て
「
超
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
」《Ü

berkluniazenser

》（K
.H

allinger,

G
orze-K

luny
…,62

）
と
評
さ
れ
た
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
・
ヴ
ォ
ル
ピ
ア
ー
ノ
に
つ
い
て
は

以
下
の
研
究
を
参
照
。A

.W
agner,op.cit.,53-57;E

.S
ackur,D

ie
C

luniacenser

…,

257-69;
W

.W
illiam

s,‘‘W
illiam
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D

ijon,a
m
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reform

er
of
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century
’’, T

he
D

ow
nside

R
eview

52(1934)
520-44;

L
.G

rodecki,‘‘G
uillaum

e
de

V
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clunisienne’’,B

ulletin
trim

estrieldu
C
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d’études
rom

anes
2

(1961)
21-31;N

.B
ulst,U

ntersuchung
der

K
losterreform

en

W
ilhelm

s
von

D
ijon

(962-1031). B
onn
1973.

ロ
ド
ル
フ
ス
・
グ
ラ
ー
ベ
ル
に
よ
る
ギ

ヨ
ー
ム
の
伝
記
は
、N

.B
ulst,J.F

rance
and

P
.R

eynolds(ed.and
transl.),R

odulfus

G
laber

O
pera.O

xford
1989,254-99

に
収
録
。

（
19
）
リ
シ
ャ
ー
ル
・
ド
・
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ
に
つ
い
て
は
、E

.Sackur,D
ie

C
luniacenser

…,

133ff.;A
.W

agner, op.cit.,195-96.

を
み
よ
。
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agner,op.cit.,276-77,282-86.

（
27
）

M
.P

arisse,‘‘Introduction’’,dans:
M

.P
arisse

et
O

.G
.O

exle(éd.),
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und
ihr

R
eform

program
m

im
11.und

12.Jahrhundert.B
onn

1959.
（
32
）

K
.H

allinger,G
orze-K

luny

…,392-416.

（
33
）

A
.W

agner,op.cit.,66-74.

（
34
）

Ibid.,71-72.

（
35
）

Ibid.,271-75.

二
　
ゴ
ル
ズ
の
周
年
記
念

名
簿

ゴ
ル
ズ
の
周
年
記
念

名
簿
に
関
し
て
二
種
類
の
写
本
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
、
す
で
に
十
九
世
紀
末
に
モ
リ
ニ
エ
が
指
摘
し
て
い
た
。
一
つ
は
フ
ラ
ン
ス

国
立
図
書
館
所
蔵
の
ロ
レ
ー
ヌ
叢
書
（C

ollection
de

L
orraine

）
第
二
八
四
巻

所
収
の
周
年
記
念

名
簿
（
Ａ
）
で
あ
り
、
十
六
〜
十
七
世
紀
に
作
成
さ
れ
た
。

も
う
一
つ
は
同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
所
蔵
の
バ
リ
ュ
ー
ズ
叢
書
（C

ollection

B
aluze

）
第
四
十
巻
に
収
録
さ
れ
た
周
年
記
念

名
簿
（
Ｂ
）
で
十
七
世
紀
に
作

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
Ａ
、
Ｂ
は
と
も
に
現
存
し
な
い
同
一
の
原
資
料
に
依
拠

し
て
い
る
が
、
コ
ピ
イ
ス
ト
の
関
心
は
異
な
っ
て
い
た
。
Ａ
が
主
た
る
関
心
を
寄

せ
て
い
た
の
は
修
道
院
長
と
修
道
士
の
名
前
で
あ
る
。
た
だ
し
三
月
二
十
一
日
を

境
に
記
載
方
法
が
変
化
し
て
お
り
、
こ
れ
以
後
周
年
記
念

名
簿
に
記
載
さ
れ
た

の
は
も
っ
ぱ
ら
修
道
院
長
名
に
な
る
。
Ｂ
で
は
聖
俗
貴
顕
の
名
前
に
関
心
が
示
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
両
記
念

名
簿
は
相
互
補
足
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
。
パ
リ
ス
は
両
写
本
に
拠
り
な
が
ら
ゴ
ル
ズ
の
周
年
記
念

名
簿
を
作
成

し
公
刊
し
た
。
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
人
物
の
圧
倒
的
多
数
は
十
〜
十
三
世
紀
に
属

し
て
い
る
。
十
六
世
紀
に
ゴ
ル
ズ
修
道
院
長
を
兼
任
し
た
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ロ
レ
ー

ヌ
枢
機
卿
は
周
年
記
念

名
簿
に
一
時
関
心
を
寄
せ
、
彼
の
死
後
そ
の
名
は
名
簿

に
登
載
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
例
外
的
な
記
載
で
あ
る
。
伝
え
ら
れ
た
名
前

は
原
資
料
に
登
載
さ
れ
て
い
た
名
前
の
二
分
の
一
か
ら
三
分
の
二
と
見
積
も
ら
れ

て
お
り
、
Ａ
、
Ｂ
か
ら
原
周
年
記
念

名
簿
を
復
元
す
る
の
は
難
し
い
状
況
に
あ

る
。
我
々
は
以
下
に
お
い
て
パ
リ
ス
が
校
訂
し
出
版
し
た
周
年
記
念

名
簿
を
検

討
す
る
が
、
修
道
士
名
ま
で
が
記
載
さ
れ
た
三
月
二
十
日
ま
で
の
名
簿
が
我
々
に

と
っ
て
最
も
利
用
価
値
が
高
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
一
表
参
照
）。

在
俗
聖
職
者
は
四
十
五
名
を
か
ぞ
え
る
。
こ
の
う
ち
二
名
が
枢
機
卿
、
二
十
二

名
が
司
教
で
あ
る
。
枢
機
卿
の
一
人
は
テ
ト
ゥ
イ
ヌ
ス
（
テ
オ
ド
ウ
ィ
ヌ
ス
）

T
etuinus

﹇T
heodw

inus

﹈（
一
一
五
一
年
没
）
で
あ
る
。
ゴ
ル
ズ
修
道
院
長
だ
っ

た
彼
は
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
に
よ
っ
て
ポ
ル
ト
の
司
教
枢
機
卿
に
任
命
さ

れ
（
一
一
三
五
年
頃
）、
つ
い
で
ド
イ
ツ
の
教
皇
特
使
に
な
っ
た
。
彼
は
当
時
帝

国
か
ら
選
任
さ
れ
た
た
だ
一
人
の
枢
機
卿
会
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
ソ
ー
ル
ズ
ベ

リ
の
ジ
ョ
ン
は
、
テ
ト
ゥ
イ
ヌ
ス
が
教
皇
庁
の
雰
囲
気
に
馴
染
む
の
に
苦
労
し
た

様
子
を
伝
え
て
い
る
。
言
語
と
習
慣
が
フ
ラ
ン
ク
人
と
異
な
る
の
で
「
彼
は
野
蛮

人
と
見
做
さ
れ
て
い
た
」《barbarus

habebatur

》
と
い
う
。
も
う
一
人
の
枢
機

卿
は
例
外
的
に
そ
の
名
が
記
帳
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ロ
レ
ー
ヌ
（
一
五
五
〇
年

五
四

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
三
巻
第
二
号

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）



第一表　周年記念　名簿の登載者の構成

五
五

身分構成

月 修道院長 支 院 長 修 道 士 助 修 士 在俗聖職者 俗 　 人 総　　数
（※1） （女）

そ の 他
（※2）

１ 13

16

19

５

１

１

94（48）

76（37）

54（33）

14

12

10

４

５

６

16

22

26

０

１

３

146

133

119

２

３（～20）

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

小　　計 73 12 13 ６ 30 90 ２ 226

３

10

７

８

３

６

９

11

11

５

１

１

２

４

１

０

２

１

０

０

０

２

３

０

３

１

２

１

１

０

０

１

１

０

０

０

１

０

３

０

１

３

３

３

４

３

３

３

２

５

１

６

８

16

９

４

10

10

13

13

１

０

０

０

０

０

０

０

１

０

７

23

24

31

20

14

27

26

31

23

（21～）

小　計
（％）

48
（12.1）

７
（1.7）

224（118）
（56.3）

36
（9.0）

15
（3.8）

64
（16.1）

４
（1.0）

398
（100）

合　　計
（％）

121
（19.4）

19
（3.0）

237
（38.0）

42
（6.7）

45
（7.2）

154
（24.7）

６
（1.0）

624
（100）

※1 括弧内は司祭修道士
※2 monialis, heremita, magister, sanctimonialis, dominicanus, ancilla de Domo Dei などを含む。

ゴ
ル
ズ
の
改
革
と
周
年
記
念
　
名
簿
―
―
関
口

没
）
で
あ
る
。
ギ
ー
ズ
家
出
身
の
彼
は
多
数
の
高
位
聖
職
禄
（
三
大
司
教
座
と
八

司
教
座
）
を
保
有
し
た
上
に
、
臨
時
管
理
の
名
目
で
ゴ
ル
ズ
や
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
院

長
職
を
兼
任
し
た
。
二
十
二
名
の
司
教
の
う
ち
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
の
司
教
は
十
四
名

を
占
め
、
う
ち
九
名
が
メ
ッ
ス
司
教
で
あ
る
。
四
百
五
十
六
年
間
（
七
六
八
ー
一

二
二
四
年
）
に
総
数
二
十
三
名
が
メ
ッ
ス
司
教
に
就
任
し
た
が
、
こ
の
う
ち
周
年

記
念

名
簿
に
登
載
さ
れ
た
司
教
は
四
割
に
も
み
た
な
い
。
ゴ
ル
ズ
は
メ
ッ
ス
司

教
の
私
有
修
道
院
で
あ
っ
た
が
、
過
半
数
の
司
教
の
名
は
周
年
記
念

名
簿
に
記

載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
が
周
年
記
念

名
簿
を
資
料
と
し
て
利
用
す

る
際
に
注
意
を
要
す
る
点
で
あ
ろ
う
。
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
外
の
司
教
の
な
か
に
は
、

ラ
ン
ス
、
カ
ン
ブ
レ
、
ウ
ト
レ
ヒ
ト
、
シ
ャ
ロ
ン
・
ス
ュ
ル
・
マ
ル
ヌ
、
ウ
ォ
ル

ム
ス
、
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
、
シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
の
名
が
み
ら
れ
る
。
シ
ャ
ル

ト
ル
司
教
は
著
名
な
教
会
法
学
者
イ
ヴ
（
一
一
一
六
年
没
）
で
あ
っ
た
。
他
の
在

俗
聖
職
者
二
十
一
名
の
内
訳
は
、
聖
堂
参
事
会
員canonicus

十
四
名
、
司
祭pres-

biter

二
名
、
聖
職
者clericus

五
名
で
あ
る
。
聖
堂
参
事
会
員
の
殆
ど
す
べ
て
が
メ

ッ
ス
の
聖
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
教
会
（
司
教
座
教
会
）
の
参
事
会
員
で
あ
っ
た
。
司
祭
、

聖
職
者
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

修
道
院
長
・
支
院
長
・
修
道
士
・
助
修
士
（
助
修
女
）
の
名
は
全
体
の
七
割
近

く
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
う
ち
修
道
院
長
に
は
、
ゴ
ル
ズ
修
道
院
長
、
ゴ
ル
ズ
修

道
士
で
他
院
の
修
道
院
長
に
就
任
し
た
者
（m

o
n

ach
u

s
istiu

s
m

o
n

asterii
et

abbas
[S

.A
rnulphi]

な
ど
と
表
示
さ
れ
る
）、
お
よ
び
ゴ
ル
ズ
と
祈
　
兄
弟
盟
約

（
６
）



五
六

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
三
巻
第
二
号

を
結
ん
で
特
別
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
修
道
院
長
等
が
含
ま
れ
る
。
ロ
タ
リ
ン
ギ

ア
の
司
教
区
の
う
ち
、
ゴ
ル
ズ
は
と
く
に
メ
ッ
ス
と
ト
ゥ
ー
ル
両
教
区
の
修
道
院

と
親
密
な
関
係
を
保
持
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
メ
ッ
ス
の
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
、
サ

ン
・
タ
ル
ヌ
ー
ル
、
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
サ
ン
、
サ
ン
・
ク
レ
マ
ン
、
サ
ン
・
サ
ン
フ

ォ
リ
ア
ン
、
グ
ラ
ン
デ
ィ
エ
ー
ル
、
サ
ン
・
タ
ヴ
ォ
ル
ド
の
諸
修
道
院
、
ト
ゥ
ー

ル
の
サ
ン
・
テ
ー
ヴ
ル
、
サ
ン
・
マ
ン
ス
ュ
イ
、
ス
ノ
ー
ヌ
、
モ
ワ
イ
ア
ン
ム
ー

テ
ィ
エ
の
諸
院
が
こ
れ
で
あ
る
。
ゴ
ル
ズ
の
周
年
記
念

名
簿
で
言
及
さ
れ
て
い

る
修
道
院
の
多
く
は
セ
ー
ヌ
・
マ
ル
ヌ
川
以
北
、
オ
ワ
ー
ズ
、
サ
ン
ブ
ル
川
以
東
、

ム
ー
ズ
川
以
南
、
ラ
イ
ン
川
以
西
に
分
布
し
て
お
り
、
改
革
は
北
部
お
よ
び
東
部

方
向
に
向
か
っ
た
こ
と
が
資
料
か
ら
読
み
と
れ
る
（
第
一
図
参
照
）。

俗
人
は
総
数
百
五
十
四
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
皇
帝
・
皇
妃
・
王
・

王
妃
は
十
一
名
を
か
ぞ
え
る
。
ゴ
ル
ズ
と
ザ
ク
セ
ン
・
ザ
リ
エ
ル
朝
の
親
密
な
関

係
は
、
オ
ッ
ト
ー
一
世
、
二
世
、
三
世
、
マ
テ
ィ
ル
デ
ィ
ス
（
ハ
イ
ン
リ
ヒ
一
世

妃
）、
ア
デ
ル
ヘ
イ
デ
ィ
ス
（
オ
ッ
ト
ー
一
世
妃
）、
ア
グ
ネ
ス
（
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三

世
妃
）
の
名
が
記
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
公
・
公
妃
は

全
部
で
七
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
公
・
公
妃
で
あ
る
。

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
一
世
妃
ベ
ア
ト
リ
ク
ス
、
低
地
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
公
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
の

名
が
確
認
さ
れ
る
。
伯
・
伯
妃
は
二
十
六
名
を
か
ぞ
え
る
。
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
出
身

の
伯
が
大
半
を
占
め
る
が
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
、
ア
ル
デ
ン
ヌ
、
シ
ャ
ン
パ
ー

ニ
ュ
の
地
方
伯
も
多
数
顔
を
だ
す
。
彼
ら
は
ゴ
ル
ズ
へ
の
寄
進
者
、
支
院
の
建
設

（
７
）



者
、
ア
ヴ
エ
（
フ
ォ
ー
ク
ト
）
な
ど
で
あ
り
、
ゴ
ル
ズ
の
恩
顧
者
た
ち
で
あ
っ
た
。

し
か
し
有
力
な
伯
は
別
と
し
て
、
大
半
の
伯
は
そ
の
人
物
の
特
定
が
難
し
い
。
騎

士m
iles´

ア
ヴ
エcustos´

貴
族
（nobilis

vir

）
の
肩
書
を
も
つ
者
は
二
十
八
名
を

か
ぞ
え
る
。
そ
の
多
く
は
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
の
出
身
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
一
般
の

俗
人
（laicus,laica

）
は
全
体
の
半
数
を
こ
え
る
。
大
多
数
は
ゴ
ル
ズ
の
近
隣
住

民
と
推
定
さ
れ
る
が
、
人
物
の
特
定
は
困
難
で
あ
る
。

我
々
は
先
に
聖
俗
貴
顕
の
名
に
留
ま
ら
ず
、
一
般
の
修
道
士
名
ま
で
も
記
載
し

た
一
月
一
日
か
ら
三
月
二
十
日
に
至
る
お
よ
そ
三
ヶ
月
間
の
周
年
記
念

名
簿
が

資
料
的
に
最
も
利
用
価
値
が
高
い
こ
と
に
着
目
し
た
。
こ
の
期
間
の
記
念

名
簿

を
も
う
少
し
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
興
味
深
い
事
実
が
判
明
す
る
。
ま

ず
修
道
院
長
・
支
院
長
・
修
道
士
の
総
数
二
百
七
十
九
名
の
う
ち
、
ゴ
ル
ズ
修
道

士
お
よ
び
ゴ
ル
ズ
出
身
者
は
百
五
十
四
名
（
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
か
ぞ
え
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
サ
ン
・
ベ
ニ
ー
ニ
ュ
修
道
士
が
二
十
九
名
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道

士
が
二
名
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
ク
リ
ュ
ニ
ー
系
修
道
士
は
全
修
道

士
の
一
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
周
年
記
念

名
簿
に
は
ゴ
ル
ズ

修
道
士
の
登
載
例
が
少
な
い
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
改
革
の
方

向
を
示
し
て
お
り
、
ゴ
ル
ズ
が
十
一
世
紀
以
降
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
強
い
影

響
下
に
お
か
れ
た
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
だ
。
第
二
に
、
周
年
記
念

名
簿
に

記
載
さ
れ
た
修
道
士
二
百
二
十
四
名
の
う
ち
、
司
祭
に
叙
階
さ
れ
た
修
道
士

（m
onachus

et
sacerdos

と
表
示
さ
れ
る
）
は
百
十
八
名
を
か
ぞ
え
る
。
つ
ま
り

半
数
以
上
（
五
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
修
道
士
が
司
祭
で
あ
っ
た
。
司
祭
に
叙
階

さ
れ
る
途
上
に
あ
っ
た
修
道
士
も
少
な
く
な
い
。「
修
道
士
に
し
て
レ
ヴ
ィ
タ
」

《m
o

n
ach

u
s

et
lev

ita

》
が
六
名
、「
修
道
士
に
し
て
副
助
祭
」《m

o
n

ach
u

s
et

subdiaconus

》
が
四
名
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
副
助
祭
以
上
に
叙
階
さ
れ
た
修
道

士
は
総
数
百
二
十
八
名
を
か
ぞ
え
、
全
修
道
士
の
実
に
六
割
近
く
が
聖
職
者
で
あ

っ
た
。
修
道
士
の
聖
職
者
化
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
に
固
有
の
現
象
で
は
な
く
て

ゴ
ル
ズ
修
道
制
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
制
に
共
通
す
る

問
題
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
第
三
に
、
助
修
士
（
助
修
女
）《co

n
v

ersu
s,

conversa

》
や
奉
献
児
童
《puer

》
も
少
な
か
ら
ず
記
載
さ
れ
て
い
る
。
奉
献
児

童
は
言
う
ま
で
も
な
く
夭
折
し
た
養
育
修
道
士
で
あ
る
。
第
四
に
、
六
十
四
名
の

俗
人
の
三
分
の
二
以
上
は
身
分
的
表
示
を
伴
わ
な
い
ゴ
ル
ズ
近
在
の
住
民
で
あ
り
、

彼
ら
は
ゴ
ル
ズ
修
道
士
の
記
念

に
あ
ず
か
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
一
定
の
基
金

を
設
定
し
て
い
る
。
彼
ら
の
た
め
の
特
別
の
記
念

は‘‘officium
pro

eo’’

と
表

示
さ
れ
た
。
金
納
の
場
合
が
多
く
、
そ
の
額
は
二
、
四
、
五
、
十
、
二
十
、
四
十

ソ
リ
ド
ゥ
ス
と
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
周
年
記
念
の
ミ
サ
の
謝
礼
と
し
て
、
こ
の
金

額
を
毎
年
支
払
う
こ
と
が
取
決
め
ら
れ
た
。
こ
の
ほ
か
に
ブ
ド
ウ
酒
一
な
い
し
数

モ
デ
ィ
ウ
ス
、
十
分
の
一
税
、
自
有
地

ア
ロ
デ
ィ
ウ
ム

の
一
部
を
寄
進
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
ク

リ
ュ
ニ
ー
の
記
念

名
簿
と
比
較
す
る
と
き
、
登
載
者
に
占
め
る
俗
人
の
比
率
が

高
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
記
念

名
簿
は
次
第
に
寄
進
帳
を
も
兼
ね
る
よ
う

に
な
る
。
第
五
に
、
ゴ
ル
ズ
の
周
年
記
念

名
簿
の
大
き
な
特
徴
は
司
教
座
聖
堂

五
七

ゴ
ル
ズ
の
改
革
と
周
年
記
念
　
名
簿
―
―
関
口

（
８
）



参
事
会
と
の
関
係
に
み
ら
れ
る
。
在
俗
聖
職
者
十
五
名
の
う
ち
十
一
名
が
参
事
会

員
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
十
名
は
メ
ッ
ス
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
、
一
名
は
ヴ
ェ

ル
ダ
ン
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
で
あ
っ
た
。
ゴ
ル
ズ
と
メ
ッ
ス
の
参
事
会
員
の

関
係
は
い
た
っ
て
親
密
で
あ
り
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
と
マ
コ
ン
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員

の
よ
う
に
免
属
問
題
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
形
跡
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。

我
々
は
周
年
記
念

名
簿
の
分
析
を
通
し
て
、
ゴ
ル
ズ
修
道
士
の
半
数
以
上
が

司
祭
に
叙
階
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、『
証
書
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い

る
プ
レ
カ
リ
ア
契
約
文
書
の
副
署
人
の
構
成
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら

に
具
体
的
な
比
率
を
割
り
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
八
四
九
年
の
カ

ル
タ
に
は
十
六
名
の
副
署
人
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
十
名
は
司

祭
で
あ
っ
た
。
ま
た
八
七
四
年
の
カ
ル
タ
に
は
二
十
四
名
の
修
道
士
が
副
署
し
て

い
る
。
こ
の
う
ち
十
七
名
が
司
祭
、
四
名
が
助
祭
、
二
名
が
副
助
祭
で
あ
り
、
無

品
級
の
修
道
士
は
僅
か
一
名
に
す
ぎ
な
い
。
九
世
紀
半
ば
す
ぎ
に
は
ゴ
ル
ズ
修
道

士
の
六
〜
七
割
が
司
祭
で
あ
っ
た
。
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
な
る
と
、
贖
罪
は
修
道
士

の
祈
り
と
犠
牲
に
よ
る
代
替
が
可
能
に
な
り
、
煉
獄
の
魂
の
た
め
の
代

の
需
要

が
増
大
し
た
。
死
者
の
た
め
の
ミ
サ
の
増
加
は
、
必
然
的
に
修
道
士
の
聖
職
者
化

を
促
し
た
と
い
え
よ
う
。
修
道
院
は
本
来
、
俗
人
修
道
士
の
共
同
体
か
ら
出
発
し

た
。
五
〇
〇
年
頃
の
作
成
に
な
る
『
師
の
戒
律
』（R

egula
M

agistri

）
に
よ
れ

ば
、
修
道
士
は
主
日
、
祝
日
以
外
の
日
に
ミ
サ
に
あ
ず
か
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

彼
ら
は
最
寄
り
の
小
教
区
教
会
で
催
さ
れ
る
ミ
サ
聖
祭
に
出
席
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
六
世
紀
半
ば
に
作
成
さ
れ
た
『
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
』（R

egula

S
ancti

B
enedicti

）
に
な
る
と
、
修
道
院
で
ミ
サ
を
執
行
で
き
る
よ
う
に
配
慮
が

な
さ
れ
て
お
り
、
司
祭
修
道
士
の
共
同
体
に
向
け
て
の
決
定
的
な
第
一
歩
が
踏
み

出
さ
れ
た
。
在
俗
司
祭
を
修
道
院
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
（
第
六
十
条
）、

一
部
の
修
道
士
は
助
祭
な
い
し
司
祭
に
叙
階
さ
れ
て
（
第
六
十
二
条
）、
修
道
院

長
の
同
意
を
得
て
ミ
サ
を
執
行
し
た
。
六
世
紀
に
は
ミ
サ
は
日
課
と
し
て
定
着
し
、

九
世
紀
す
ぎ
に
は
修
道
院
で
毎
日
二
つ
の
ミ
サ
を
捧
げ
る
こ
と
が
習
慣
に
な
っ
た
。

修
道
士
の
聖
職
者
化
に
拍
車
を
か
け
た
の
は
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
典
礼
改
革
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
パ
リ
の
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
お
よ
び
サ
ン
・
ド
ニ
修

道
院
で
は
、
九
世
紀
第
二
・
三
半
期
に
な
る
と
聖
職
者
に
叙
階
さ
れ
た
修
道
士
の

数
は
急
増
し
て
い
る
。
前
者
で
は
七
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
聖
職
者
で
あ
り
、
こ
の

う
ち
司
祭
は
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
。
後
者
で
も
叙
階
さ
れ
た
修
道
士
は
六

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
、
こ
の
う
ち
二
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
司
祭
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
生
涯
を
通
じ
て
俗
人
と
し
て
留
ま
っ
た
修
道
士
は
き
わ
め
て
少
数
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ア
ニ
ア
ヌ
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
典
礼
改
革
は
追
加

務
の
増
大
を
も
た
ら
し
た
。

『
ヨ
ハ
ネ
ス
伝
』
に
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
示
唆
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ア
ニ

ア
ヌ
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
以
来
、
修
道
院
に
導
入
さ
れ
た
三
部
祈

（trina
oratio

）

が
こ
れ
で
あ
る
。
三
部
祈

は
贖
罪
詩
篇
（
詩
篇
第
六
、
三
十
一
、
三
十
七
、
五

五
八

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
三
巻
第
二
号

（
９
）

（
11
）

（
10
）

（
12
）（

13
）

（
14
）（

15
）



ゴ
ル
ズ
の
改
革
と
周
年
記
念
　
名
簿
―
―
関
口

十
、
百
一
、
百
二
十
九
、
百
四
十
二
篇
の
七
篇
）
の
密
誦
と
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
詣
で

の
歌
（G

radualpsalm
en

）（
詩
篇
第
百
十
九
ー
百
三
十
三
の
十
五
篇
）
の
密
誦
の

二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
こ
れ
が
三
部
祈

と
呼
ば
れ
た
の
は
、
贖
罪
詩
篇
は
一

日
三
回
歌
わ
れ
た
か
ら
で
あ
り
（
夜
課
前
、
一
時
課
前
後
、
終
課
後
）、
イ
ェ
ル

サ
レ
ム
詣
で
の
詩
篇
は
、
そ
の
頌
読
の
目
的
に
応
じ
て
三
つ
に
分
類
さ
れ
た
か
ら

で
あ
る
。
死
者
の
た
め
、
恩
顧
者
の
た
め
、
そ
し
て
全
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
た
め
で

あ
る
。『
ヨ
ハ
ネ
ス
伝
』
で
は
、
夜
課
前
の
三
部
祈

《orationes
noctu

ternae

》

へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
。
修
道
士
た
ち
は
ま
ず
祭
壇
を
訪
問
し
「
膝
を
ま
げ
て
祭

壇
を
一
巡
し
」《circa

altaria
genua

flectere
》
黙
想
し
つ
つ
贖
罪
詩
篇
を
唱
え

た
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
彼
ら
は
内
陣
席
に
行
き
、
こ
こ
で
再
び
ひ
そ
か
に
イ
ェ
ル

サ
レ
ム
詣
で
の
詩
篇
を
唱
え
た
。
夏
期
に
は
十
五
篇
、
冬
期
に
は
三
十
篇
（
第
百

十
九
〜
百
五
十
篇
）
を
唱
え
た
。
夏
期
に
は
五
篇
ず
つ
、
冬
期
に
は
十
篇
ず
つ
が

そ
れ
ぞ
れ
死
せ
る
者
、
恩
顧
者
、
全
信
徒
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
修

道
院
で
は
す
で
に
毎
日
二
回
共
同
体
ミ
サ
が
執
行
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
ほ
か
に

司
祭
修
道
士
は
し
ば
し
ば
私
誦
ミ
サ
を
捧
げ
た
。『
ヨ
ハ
ネ
ス
伝
』
に
よ
れ
ば
、

の
ち
に
サ
ン
・
タ
ル
ヌ
ー
ル
修
道
院
長
に
な
っ
た
ゴ
ル
ズ
修
道
士
ア
ン
ス
テ
ウ
ス

は
毎
水
曜
日
に
私
誦
ミ
サ
を
捧
げ
た
と
い
う
。
生
死
者
の
た
め
の
典
礼
の
発
達
、

脇
祭
壇
の
増
加
、
修
道
士
の
聖
職
者
化
、
死
亡
通
知
状
《epistola

obitus

》
の
発

送
と
盟
約
修
道
院
相
互
の
祈

交
流
は
、
ア
ニ
ア
ヌ
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
改
革
の

影
響
を
う
け
た
す
べ
て
の
修
道
院
に
共
通
し
て
み
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で

は
ク
リ
ュ
ニ
ー
と
ゴ
ル
ズ
と
の
あ
い
だ
に
本
質
的
な
相
違
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。

祈

兄
弟
盟
約
が
結
ば
れ
て
い
た
メ
ッ
ス
の
修
道
院
の
う
ち
サ
ン
・
タ
ル
ヌ
ー

ル
、
サ
ン
・
ク
レ
マ
ン
両
院
は
ゴ
ル
ズ
と
と
く
に
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。
九
八

二
年
か
ら
一
一
六
九
年
に
至
る
百
八
十
七
年
間
に
即
位
し
た
十
一
名
の
ゴ
ル
ズ
修

道
院
長
の
う
ち
九
名
ま
で
が
サ
ン
・
タ
ル
ヌ
ー
ル
、
サ
ン
・
ク
レ
マ
ン
両
院
の
周

年
記
念

名
簿
に
そ
の
名
を
登
載
さ
れ
た
。
残
る
二
名
も
い
ず
れ
か
の
修
道
院
で

記
念
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
一
一
七
〇
年
を
過
ぎ
る
と
、
ゴ
ル
ズ
修
道
院
長
の

名
は
も
は
や
両
院
の
周
年
記
念

名
簿
に
記
載
さ
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら

く
時
代
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
変
化
と
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
制
の
退
潮
を
告
げ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
に
お
い
て
も
十
二
世
紀
前
半
に
は
シ
ト
ー
会
の
新

し
い
改
革
運
動
や
律
修
参
事
会
運
動
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
１
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A
.M

olinier,L
es

obituaires
français

au
m

oyen
âge.Paris
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（
２
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す
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h.A
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G
orze’’, B
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d’archéologie

lorraine
14(1914)
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M
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m
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５
）

John
of

Salisbury,H
istoria

P
ontificalis(ed.M

.C
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1986,55.
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６
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L
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R
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M
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egula

M
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alam
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1977,31-34(Introduction
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A
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V
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（
13
）

O
.N

ussbaum
,op.cit.,124-32.

（
14
）

O
.G

.O
exle,F

orschungen
zu

m
onastischen

und
geistlichen

G
em

einschaften
im

w
estfränkischen

B
ereich. M

ünchen
1978,110-11.

（
15
）
関
口
武
彦
「
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
設
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」『
山
形
大
学
紀
要
・
社
会
科
学
』

第
二
十
八
巻
第
二
号
（
一
九
九
八
年
）
三
ー
一
二
頁
。

（
16
）

V
ita

Iohannis
A

bbatis

…,c.81(pp.359-60).

（
17
）

Ibid.,c.68(p.356).

（
18
）
第
二
次
大
戦
中
の
爆
撃
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
周
年
記
念

名
簿
（O

bituaires
de

Saint-

A
rnoul,de

S
aint-C

lem
ent

）
の
原
本
は
焼
失
し
た
が
、
二
十
世
紀
初
頭
に
参
事
会
員

ブ
ー
ル
（R

.S.B
our

）
が
た
ま
た
ま
手
写
し
て
い
た
名
簿
が
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

私
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
入
手
し
た
当
資
料
を
利
用
し
た
。

（
19
）

M
.P

arisse,‘‘L
es

chanoines
réguliers

en
L

orraine.F
ondations,expansion

(
e-

e

siècles)’’,A
nnales

de
l’E

st20(1968)
347-88.

ゴ
ル
ズ
│
│
そ
の
後
│
│

叙
任
権
闘
争
は
メ
ッ
ス
教
区
に
深
い
陰
を
落
と
し
た
。
十
二
世
紀
第
一
・
四
半

期
に
は
教
皇
派
と
皇
帝
派
の
司
教
が
互
い
に
入
り
乱
れ
て
争
い
、
一
体
誰
が
正
統

司
教
な
の
か
判
断
に
迷
う
よ
う
な
状
態
が
暫
く
続
い
て
い
る
。
ゴ
ル
ズ
と
メ
ッ
ス

司
教
の
絆
が
弛
み
始
め
る
の
も
こ
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
は
は
じ

め
て
ゴ
ル
ズ
を
聖
座
の
保
護
の
下
に
お
い
た
（
一
一
〇
五
・
二
・
六
）。「
あ
な
た

六
〇

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
三
巻
第
二
号

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
Ⅴ

Ⅸ

（
１
）

Ⅱ

Ⅰ



の
愛
情
が
使
徒
座
の
港
に
難
を
避
け
、
そ
の
保
護
を
ま
こ
と
の
信
心
に
よ
っ
て
懇

請
し
て
い
る
の
で
、
我
々
は
あ
な
た
の
懇
願
に
心
よ
り
同
意
を
与
え
、
ゴ
ル
ズ
修

道
院
を
同
院
に
所
属
す
る
す
べ
て
の
も
の
と
一
緒
に
使
徒
座
の
保
護
の
下
に
受
け

入
れ
る
」
と
教
皇
は
述
べ
て
い
る
。
同
特
許
状
は
ゴ
ル
ズ
の
所
領
を
安
堵
し
、
教

区
司
教
が
み
ず
か
ら
、
あ
る
い
は
代
理
を
通
じ
て
ゴ
ル
ズ
配
下
の
修
道
院
に
干
渉

を
加
え
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
さ
ら
に
翌
年
（
一
一
〇
六
年
）、
ゴ
ル
ズ
修
道
士

は
修
道
院
の
監
視
塔
の
中
に
設
け
ら
れ
た
サ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
礼
拝
堂
を
、
彼
ら

の
要
請
で
当
地
を
訪
れ
た
ア
ル
バ
ー
ノ
の
司
教
枢
機
卿
リ
カ
ル
ド
ゥ
ス
に
聖
別
さ

せ
て
い
る
。
司
教
修
道
院
ゴ
ル
ズ
の
終
焉
で
あ
る
。
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世

も
ゴ
ル
ズ
の
特
権
を
確
認
し
、
こ
れ
を
聖
座
の
保
護
の
下
に
お
い
た
が
、
前
述
し

た
よ
う
に
同
教
皇
は
ゴ
ル
ズ
修
道
院
長
テ
ト
ゥ
イ
ヌ
ス
（
テ
オ
ド
ウ
ィ
ヌ
ス
）
を

司
教
枢
機
卿
に
任
命
し
て
、
ゴ
ル
ズ
と
教
皇
権
の
直
属
関
係
を
強
化
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
教
皇
権
の
強
化
は
ゴ
ル
ズ
に
と
っ
て
必
ず
し
も
つ
ね
に
有
利
に

作
用
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
苛
酷
な
課
税
政
策
を
実
施
し
た
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
教
皇

権
の
下
で
、
ゴ
ル
ズ
は
多
大
の
財
政
支
援
と
犠
牲
を
強
い
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

ゴ
ル
ズ
傘
下
の
七
つ
の
支
院
（
い
ず
れ
も
メ
ッ
ス
教
区
外
に
あ
る
）
の
院
長
人
事

権
は
ゴ
ル
ズ
修
道
院
長
の
手
を
離
れ
て
教
皇
に
帰
属
し
、
教
皇
は
こ
こ
に
臨
時
管

理
修
院
長
（prior

com
m

endatarius

）
の
名
目
で
腹
心
の
枢
機
卿
を
任
命
し
た
。

独
立
性
が
強
か
っ
た
メ
ッ
ス
司
教
座
の
聖
職
者
も
教
皇
の
直
接
叙
任
権
下
に
お
か

れ
て
い
る
。
ヨ
ハ
ネ
ス
二
十
二
世
が
メ
ッ
ス
司
教
に
任
命
し
た
ド
フ
ィ
ネ
の
貴
族

ア
ン
リ
・
ド
ー
フ
ァ
ン
は
二
十
歳
を
す
ぎ
た
ば
か
り
の
若
造
で
あ
り
、
す
で
に
パ

ッ
サ
ウ
の
被
選
司
教
で
も
あ
っ
た
。
聖
職
に
叙
階
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
者
が
司
教

に
任
命
さ
れ
て
も
、
教
区
の
行
政
が
支
障
を
き
た
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
司
教
総

代
理
が
司
教
区
の
統
治
を
代
行
し
た
か
ら
で
あ
る
。
十
四
世
紀
に
は
ゴ
ル
ズ
修
道

院
長
の
分
裂
選
挙
を
機
に
修
道
院
へ
の
教
皇
権
の
干
渉
は
一
段
と
強
化
さ
れ
、
ク

レ
メ
ン
ス
六
世
以
後
、
ゴ
ル
ズ
修
道
院
長
の
ポ
ス
ト
も
教
皇
留
保
権
の
発
動
に
よ

っ
て
教
皇
の
直
接
叙
任
下
に
お
か
れ
る
に
い
た
っ
た
。
教
皇
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ

た
新
院
長
は
、
教
皇
庁
に
た
い
し
て
年
収
の
お
よ
そ
三
分
の
一
に
相
当
す
る
通
常

確
認
税
（servitia

com
m

unia

）
の
納
付
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ア
ヴ
ィ
ニ

ョ
ン
期
に
ゴ
ル
ズ
に
課
さ
れ
た
税
額
は
千
五
百
グ
ル
デ
ン
で
あ
り
、
こ
れ
が
教
皇

と
枢
機
卿
と
の
あ
い
だ
で
折
半
さ
れ
た
。
ゴ
ル
ズ
の
税
額
は
メ
ッ
ス
教
区
の
ど
の

修
道
院
長
の
納
付
額
よ
り
も
高
額
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
教
皇
家
臣
団
と
枢
機
卿
家

臣
団
に
支
払
わ
れ
る
小
確
認
税
（servitia

m
inuta

）
が
加
算
さ
れ
た
（
配
分
比
率

は
四
対
一
）。
そ
の
額
は
通
常
確
認
税
の
十
分
の
一
（
百
五
十
グ
ル
デ
ン
）
に
相

当
し
た
。
ゴ
ル
ズ
修
道
院
長
の
自
由
選
挙
は
失
わ
れ
、
教
皇
に
任
命
さ
れ
た
修
道

院
長
の
な
か
に
は
通
常
確
認
税
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
破
門
さ
れ
、

つ
い
に
は
辞
任
す
る
者
が
あ
い
つ
い
だ
。
大
シ
ス
マ
期
に
は
修
道
士
の
数
が
激
減

し
、
ゴ
ル
ズ
修
道
院
長
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
・
ラ
ヴ
ォ
ー
（
在
位
一
四
二
〇
ー
二
一
）

は
、
聖
務
日
課
の
免
除
を
教
皇
庁
に
申
請
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
修
道
院
離
脱
の

要
求
は
さ
す
が
に
却
下
さ
れ
は
し
た
が
、
人
的
に
も
物
的
に
も
ゴ
ル
ズ
の
破
局
が
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５
）

（
４
）

（
３
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７
）
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６
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切
迫
し
て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
事
実
で
あ
っ
た
。

ブ
ル
ジ
ュ
の
国
事
詔
書
の
宣
布
（
一
四
三
八
年
）
以
後
、
ゴ
ル
ズ
修
道
院
長
の

人
事
権
は
教
皇
か
ら
フ
ラ
ン
ス
王
の
手
に
移
っ
た
。
こ
の
直
後
の
分
裂
選
挙
（
一

四
四
三
／
四
四
年
）
で
は
、
結
局
フ
ラ
ン
ス
王
権
に
支
持
さ
れ
た
候
補
が
修
道
院

長
に
就
任
し
て
い
る
。
ゴ
ル
ズ
の
荒
廃
が
進
ん
だ
の
は
宗
教
戦
争
の
さ
な
か
で
あ

る
。
メ
ッ
ス
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
と
カ
ー
ル
五
世
の
争
い
の
舞
台
に
な
り
、
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
ド
イ
ツ
人
諸
侯
の
一
人
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ュ
ル
ス
テ

ン
ベ
ル
ク
伯
麾
下
の
軍
隊
が
ゴ
ル
ズ
を
略
奪
、
放
火
し
た
の
ち
、
カ
ー
ル
五
世
と

ジ
ャ
ン
二
世
の
戦
い
に
よ
っ
て
ゴ
ル
ズ
は
廃
墟
と
化
し
た
。
そ
の
後
も
修
道
院
の

復
旧
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
か
わ
さ
れ
た
が
、
一
五
七
二
年
に
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス

十
三
世
は
つ
い
に
修
道
院
廃
止
に
踏
み
切
っ
た
。
修
道
院
の
取
り
壊
し
が
実
際
に

始
ま
っ
た
の
は
一
五
八
〇
年
代
で
あ
り
、
ゴ
ル
ズ
は
こ
こ
に
そ
の
八
百
年
有
余
の

歴
史
の
幕
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
叙
任
権
闘
争
期
の
メ
ッ
ス
司
教
座
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、H

.T
.de

M
orem

bert(éd.),

L
e

D
iocèse

de
M

etz.Paris
1970,34-37,47-50

を
参
照
。

（
２
）

‘Q
uia

igitur
dilectio

tua,ad
sedis

apostolice
portum

confugiens,ejus
tuitionem

devotione
debita

requisivit,nos
supplicationitue

clem
enter

annuim
us,etG

orziense

m
onasterium

,cui,D
eo

auctore,presides,cum
om

nibus
ad

ipsum
pertinentibus

sub

tutela
apostolice

sedis
excipim

us,’:C
A

G
,n

°143(6
février

1105)
p.251.

（
３
）

C
A

G
,n°

144(a°
1106)

pp.253-54.

（
４
）

C
A

G
,n°

152(a°
1130)

pp.270-72.

（
５
）
十
三
世
紀
以
後
の
ゴ
ル
ズ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
シ
ョ
ー
ス
ィ
エ
、
ラ
ー
ガ
ー
の
前
掲

書
の
ほ
か
に
次
の
二
論
文
が
参
考
に
な
る
。N

.R
eim

ann,‘‘B
eitrag

zur
G

eschichte

des
K

losters
G

orze
im

S
pätm

ittelalter(1270-1387)’’, M
itteilungen

zur
G

eschichte

des
B

enediktinerordens
80(1970)

337-89;K
.H

allinger,‘‘Z
ur

R
echtsgeschichte

der

A
btei

G
orze

bei
M

etz
(vor

750-1572)’’,
Z

eitschrift
für

K
irchengeschichte

83

(1972)
325-50.

（
６
）

N
.R

eim
ann,ibid.,343-51.

（
７
）

K
.H

allinger,‘‘Z
ur

R
echtsgeschichte

…’’,344.

（
８
）

J.C
.L

ager,D
ie

A
bteiG

orze

…,569ff.;F
.C

haussier,L
’abbaye

de
G

orze

…,283
et

seqq.
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La réforme de Gorze et le nécrologe
SEKIGUCHI Takehiko

(Section d'histoire, Faculté de Pédagogie)

Les réformes messine, touloise et tréviroise (Gorze, Saint-Evre et Saint-Maximin) furent 

contemporaines et se sont faites en étroit interaction. L'année 934 vit donc dans toute la

Lotharingie le démarrage simultané d'un mouvement favorable à la vie bénédictine en

différents centres, et dans ce cas il est erroné de vouloir attribuer à l'un une antériorité, aux

autres une position de dépendance ou de filiation.

Gorze est dynamique au Ⅹe siècle. Au début du esiècle, la situation change profondément.

Peut-être juge l'évêque de Metz que Gorze a besoin d'un sang neuf du extérieur. La prise de

contact de l'abbaye lorraine avec les coutumes de Cluny se fait par l'intermédiaire de l'abbé

de Saint-Bénigne de Dijon, Guillaume de Volpiano. On ne saurait minimiser l'importance de

ce changement. Le nécrologe de Gorze en donnant le nom de moines lorrains devenus abbés

dans les monastères allemands d'une part, en suggérant la part de Saint-Bénigne d'autre part,

laisse entendre en réalité qu'il y eut une interpénétration étroite des divers mouvements. Saint-

Arnoul, Gorze (diocèse Metz), Saint-Evre, Saint-Mansuy et Moyenmoutier (diocèse Toul)

furent donc marquées par l'influence clunisienne. Vingt-neuf moines de Saint-Bénigne et deux

moines de Cluny sont nommés dans le nécrologe de Gorze. 

Quoique l'influence de Gorze dans l'Empire au e siècle soit plus limitèe que ne le croyait

K.Hallinger, des traits distinctifs se précisent. Moins dirigiste que Richard de Saint-Vanne ou

Poppon de Stavelot, sans parler de Cluny, Gorze laisse une grande autonomie à ses anciens

moines devenus abbés. Les liens entre Gorze et les abbayes ayant reçu des moines de Gorze

pour abbé ne sont jamais des liens de sujétion ni même de conformité des coutumes, comme le

pensait K.Hallinger. Rien n'est imposé et la souplesse de ce système, qui explique son succès,

est aussi source de faiblesse. 
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